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光
茂
時
代
に
お
け
る
地
方
支
配
機
構
の
整
備
は
、
前
述
し
た
蔵
入
方
・
山
方
・
小
物
成
方
の
ほ
か
、
郡
方
・
津
方
•
町
方
・
里
山
方
・

道
屋
敷
方
お
よ
び
宗
門
・
人
改
な
ど
広
汎
に
わ
た
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
江
戸
留
守
居
・
大
阪
天
満
屋
敷
の
仕
組
の
改
正
・
整
備
に
お
よ
ん

で
い
る
。
以
下
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
政
治
運
営
の
基
本
原
則
と
政
治
組
織
・
地
方
支
配
機
構
の
基
本
形
態
を
確
定
し
た
「
鳥
ノ
子
御
帳
」

（
慶
安
・
明
暦
）
と
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
法
令
制
定
の
順
に
し
た
が
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

(48)

（

49) 

光
茂
は
「
請
役
」
規
定
を
制
度
し
た
貞
享
元
年
、
十
月
十
五
日
の
同
じ
日
付
で
、
「
年
行
司
掟
」
・
「
宗
門
井
人
改
手
頭
」
・
「
御
山
方
奉

(50) 

行
御
手
頭
」
の
三
つ
の
法
令
・
覚
書
を
制
定
し
た
。

(51) 

こ
の
う
ち
「
年
行
司
掟
」
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
四
巻
に
収
め
る
「
領
中
人
改
様
申
渡
条
々
」
を
一
部
改
正
し
て
制
定
し
た
も
の
で

あ
る
。
改
正
の
主
な
点
は
、
「
申
渡
条
々
」
全
三
七
条
の
う
ち
、
「
年
行
司
掟
」
は
前
六
条
（
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
）
を
削
除
し
、
し
た

が
っ
て
、
全
三
一
条
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
前
者
が
「
領
中
人
改
様
申
渡
条
々
」
と
い
う
形
で
、
多
久
茂

矩
．
諌
早
茂
真
（
請
役
家
老
）
宛
に
発
布
さ
れ
、
年
行
司
そ
の
も
の
は
鍋
島
畔
正
辰
・
鍋
島
雙
武
興
・
鍋
島
環
常
貞
（
連
判
家
老
）
の
担
当
で

(52) 

あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
明
確
に
「
年
行
司
掟
」
と
し
て
、
年
行
司
宛
に
発
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
申
渡
条

々
」
に
包
括
さ
れ
た
職
掌
が
、
慶
安
・
明
暦
段
階
に
お
い
て
は
家
老
（
と
く
に
連
判
家
老
）
の
職
掌
に
属
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
期
に

至
っ
て
、
年
行
司
が
藩
職
制
の
独
立
の
部
局
と
し
て
、
当
該
職
掌
を
担
当
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
違
犯
・
連
絡
事
項
の
届

出
が
、
年
行
司

(11
連
判
家
老
）
か
ら
請
役
所
へ
変
更
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
請
役
所
（
請
役
家
老
）

I
年
行
司
と
い
う
行
政
系
統
が
整
序

化
す
る
。
そ
れ
は
政
治
組
織
・
地
方
支
配
機
構
整
備
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
年
行
司
の
職
掌
は
、
他
領
者
と
の
縁
組
み
・
養
子
の
禁
止
か
ら
（
第
一
条
）
、
質
置
・
人
売
の
禁
止
（
第
ニ
・
三
条
）
、
他
領
者
へ
の

宿
貸
し
の
禁
止
（
第
四
条
）
、
走
者
規
定
（
第
一
八
条
）
、
五
人
組
（
第
二
五
条
）
、
江
戸
・
上
方
詰
・
供
の
者
お
よ
び
召
抱
者
に
対
す
る
措
置

2
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方
支
配
機
構
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整
備
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

人
・
百
姓
•
町
人
・
出
家
・
山
伏
、

付
則
一
六
条
）
等
広
汎
に
わ
た
っ
て
い
る
。

(60) 

（
山
方
）
の
趣
旨
の
も
と
に
、
前

（

第

二

七

↓

三

条

）

、

領

中

者

の

出

国

規

定

（

第

三

三

条

、

こ

の

う

ち

他

領

者

へ

の

宿

貸

し

禁

止

お
よ
び
許
可
規
定
は
―
二
条
、
走
者
規
定
は
七
条
に
お
よ
ん
で
お
り
、
領
中
者
の
出
国
規
定
の
付
則
一
六
条
と
相
侯
っ
て
、
年
行
司
の
職

(54) 

掌
が
人
改
め
を
基
調
に
、
領
内
の
人
口
動
態
・
動
静
を
監
督
・
掌
握
し
、
も
っ
て
労
働
力
の
確
保
・
維
持
に
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
同
じ
日
付
で
発
布
さ
れ
た
の
が
「
宗
門
井
人
改
手
頭
」
で
あ
る
。
佐
賀
藩
に
お
け
る
宗
教
政
策
は
、
幕
府
の
寛
永
鎖

国
令
の
制
定
に
対
応
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
詮
索
・
統
制
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
同
十
三
年
に
は
、
十
人
組
が
五
人
組

(55) 

に
改
変
さ
れ
た
が
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
に
お
い
て
も
簡
単
な
「
定
」
（
寺
社
方
）
（
第
二
巻
）
の
ほ
か
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
関
す
る
「
公

儀
御
法
度
」
お
よ
び
「
従
公
儀
之
制
札
之
控
」
（
第
五
・
ニ
巻
）
を
掲
載
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

し
か
る
に
、
光
茂
は
寛
文
十
一
年
に
、
寺
社
方
に
関
す
る
「
店
」
を
制
定
し
て
、
宗
教
政
策
は
寺
社
奉
行
の
専
管
事
項
に
す
る
と
と
も

に
、
各
宗
派
の
本
寺
・
門
跡
を
明
ら
か
に
し
、
新
規
の
本
寺
建
立
お
よ
び
本
寺
・
末
寺
の
変
更
を
禁
止
し
た
。
ま
た
寺
社
方
の
口
事
・
訴

訟
は
頭
人
の
奥
点
合
を
も
っ
て
寺
社
奉
行
へ
報
告
せ
し
め
、
出
家
の
口
事
沙
汰
・
無
作
法
に
対
す
る
法
頭
の
監
督
を
強
化
し
た
。

(58) 

こ
う
し
て
、
貞
享
元
年
の
「
宗
門
井
人
改
手
頭
」
の
制
定
と
な
る
が
、
そ
の
第
一
条
に
、

一
宗
門
改
之
儀
、
従
公
儀
毎
年
桐
敷
被
御
出
儀
候
間
、
領
中
下
々
迄
、
聯
無
紛
様
二
可
入
念
候
、
依
之
人
改
同
前
申
付
候
条
、
給

其
下
々
二
至
迄
、

毎
年
前
歳
之
二
月
よ
り
次
歳
之
正
月
限
、

有
人
相
改
、

銘
々
帰
依
寺
筈
を

取
、
出
方
・
入
方
・
死
人
・
生
子
煎
二
書
記
、
三
月
十
五
日
限
差
出
候
様
二
可
申
付
事

と
あ
り
、
宗
門
改
め
は
、
人
改
め
同
様
の
意
識
を
も
っ
て
、
毎
年
、
前
年
の
1

一
月
か
ら
次
年
の
正
月
ま
で
を
単
位
に
、
こ
れ
を
調
査
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
帰
依
寺
筈
」
（
旦
那
寺
の
寺
請
証
文
）
を
と
っ
て
、
そ
の
動
態
を
記
載
し
、
毎
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
提
出
せ
し
め
る
こ
と

と
し
た
。
な
お
、
宗
門
・
人
改
め
の
日
付
は
二
月
十
五
日
に
決
定
し
た
が
（
第
三
条
）
、
こ
こ
に
佐
賀
藩
に
お
け
る
宗
門
改
め
の
制
度
が
法

(59) 

と
し
て
定
着
し
、
制
度
的
に
運
営
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

な
お
、
同
年
制
定
さ
れ
た
「
御
山
方
奉
行
御
手
頭
」
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
に
収
め
る
「
覚
」
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具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

(61) 

項
で
考
察
し
た
寛
文
元
年
制
定
の
「
山
方
二
而
申
渡
条
々
」
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
法
令
の
宛
人
が
前
者
で

は
鍋
島
六
左
衛
門
（
大
目
付
兼
担
）
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
「
山
方
奉
行
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
山
方
支
配

に
対
す
る
山
方
奉
行
の
責
任
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
（
第
一
条
）
、
竹
木
の
伐
採
・
搬
出
は
蔵
入
頭
人
の
点
合
を
必
要
と
し
た
こ
と
で

あ
る
（
第
二
条
）
。
こ
の
こ
と
は
、
藩
職
制
の
う
え
で
、
山
林
行
政
が
山
方
奉
行
の
専
管
事
項
と
な
り
、
か
つ
責
任
体
制
が
強
化
さ
れ
る
と

と
も
に
、
こ
れ
に
対
す
る
蔵
入
頭
人
の
監
督
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
政
治
組
織
・
地
方
支
配
機
構
整
備
の
一
環

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
蔵
入
頭
人
ー
山
方
奉
行
と
い
う
行
政
系
統
が
整
序
化
す
る
。

(62)

（

63) 

次
に
、
法
令
制
定
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
貞
享
四
年
の
「
壁
書
」
・
「
法
度
」
・
「
定
」
・
「
軍
役
」
、
翌
五
年
（
元
禄
元
）
の
「
津
方
手
頭
」
、
(68) 

(66) 

(64) 

元
禄
三
年
の
「
代
官
共
江
相
渡
候
手
頭
」
・
「
町
方
定
」
、
翌
四
年
の
「
里
山
方
井
道
屋
敷
方
」
・
「
寺
社
方
定
」
、
翌
五
年
の
「
郡
方
手
頭
」

で
あ
る
。

右

の

う

ち

、

「

壁

書

」

・

「

法

度

」

・

「

定

」

・

「

軍

役

」

は

、

そ

の

原

形

は

寛

永

五

年

に

成

(

6

9

)

(

7

0

)

 

し
、
そ
の
後
条
項
・
字
句
の
訂
正
を
う
け
な
が
ら
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
五
巻
に
集
大
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
交
付
さ
れ

立

(71) 

た
「
壁
書
」
以
下
の
諸
法
令
は
、
さ
ら
に
条
項
・
字
旬
に
訂
正
が
み
ら
れ
る
が
、
法
の
基
本
精
神
に
お
い
て
は
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
の
そ
れ

と
変
わ
り
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
再
交
付
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
の
精
神
へ
の
復
帰
を
檬
榜
し
た
光
茂
後
期

そ
こ
で
の
法
令
制
定
に
み
ら
れ
る
機
構
・
制
度
の
整
備
は
、
文
治
主
義
政
策
を
さ
ら
に

に
お
け
る
政
策
基
調
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、

(72) 

と
こ
ろ
で
、
地
方
支
配
に
関
す
る
貞
享
五
年
の
「
津
方
手
頭
」
は
、
津
方
行
政
に
関
す
る
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
法
令
で
、
全
一

0
条
よ

(73) 

り
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
前
文
に
「
今
度
雑
務
方
、
諸
事
相
改
候
様
二
と
被
御
出
候
付
而
、
津
方
江
申
渡
手
頭
」
と
あ
り
、
こ
の
年
財
政
事

務
を
総
括
す
る
雑
務
方
改
革
の
一
環
と
し
て
、
津
方
に
対
す
る
単
独
の
法
令
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
令
の
内
容
は
、
津
内
に
お
け

る
地
料
・
帆
別
諸
運
上
に
対
す
る
皆
済
期
限
の
厳
守
（
第
一
条
）
、
上
方
廻
米
を
担
当
す
る
上
米
船
の
点
検
（
第
二
条
）
、
船
中
欠
米
に
対
す

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔

佐
賀
藩
の
憲
法
と
も
い
う
べ
き
基
本
法
令
で
、

- 4 -



佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔

る
措
置
（
第
三
条
）
等
で
あ
る
が
、
第
二
条
に
規
定
す
る
上
米
船
の
点
検
を
船
究
役
か
ら
津
方
目
付
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、

て
の
催
促
役
を
津
方
目
付
下
代
・
下
目
付
に
限
定
し
た
。

こ
う
し
て
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
地
方
行
政
は
、
貞
享
・
元
禄
期
に
、
法
の
規
定
の
う
え
で
、
蔵
方
（
農
村
ー
代
官
）
・
山
方
（
山
方
奉
行
）

•
町
方
（
町
奉
行
）
・
津
方
（
津
方
目
付
）
・
里
山
方
井
道
屋
敷
方
（
同
名
奉
行
）
等
に
分
化
し
、
専
任
の
奉
行
と
職
制
が
設
け
ら
れ
、
地
方

行
政
機
構
の
分
化
と
機
能
的
な
進
化
が
す
す
み
、
階
屑
的
な
行
政
系
統
が
整
序
化
し
て
い
っ
た
。
津
方
の
場
合
は
津
方
目
付
ー
目
付
下
代

ー
下
目
付
と
い
う
階
層
的
な
職
制
が
整
備
す
る
。

(74) 

次
に
、
元
禄
三
年
制
定
の
「
代
官
共
江
相
渡
候
手
頭
」
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」

(75) 

（
代
官
）
お
よ
び
「
郷
内
定
」

に
一
部
改
正
を
加
え
な
が
ら
、
統
一
法
令
と
し
て
制
定
し
た
全
四
五
条
に
お
よ
ぶ
詳
細
な
代
官
法
令
で
あ
り
、
代
官
の
職
掌
を
再
確
認
し

た
も
の
で
あ
る
。

改
正
の
主
な
点
は
、
代
官
の
百
姓
使
役
と
代
官
給
に
関
す
る
規
定
で
、
前
者
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
の
「
定
」
で
は
、
代
官
の
百
姓
使

(76) 

役
は
、
「
一
年
二
物
成
四
拾
石
汐
一
人
ツ
、
」
（
第
二
四
条
）
と
規
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
「
手
頭
」
で
は
、
「
郷
内
江
罷
越
候
往
来
夫
・

小
荷
駄
、
逼
留
中
一
日
一
人
宛
之
賄
夫
」
（
第
二
三
条
）
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
後
者
で
は
、
前
掲
「
定
」
で
は
、
「
物
成
千
石
二
付
口

(77) 

米
五
石
ッ
、
」
（
第
二
五
条
）
と
規
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
「
手
頭
」
で
は
、
「
一
代
官
江
米
弐
拾
五
石
宛
井
下
代
一
人
米
五
石
宛
」

ニ
四
条
）
と
し
て
、
代
官
給
を
画
一
化
す
る
と
と
も
に
、
下
代
給
を
新
た
設
置
し
て
、
代
官
機
構
を
整
備
・
強
化
し
た
。

な
お
、
当
時
の
代
官
は
、
与
賀
上
郷
・
下
郷
、
白
石
秀
・
六
角
、
伊
万
里
・
有
田
・
横
辺
田
、
三
根
・
養
父
、
嘉
漉
•
新
庄
、
両
山
内

•
本
庄
・
鍋
島
、
白
石
南
郷
・
中
郷
、
上
佐
賀
・
上
中
下
佐
賀
、
巨
勢
・
神
埼
、
諌
早
・
七
浦
、
川
副
三
郷
の
―
一
ヵ
所
に
設
置
さ
れ
て

ぃ
磁
。
そ
れ
は
同
時
に
、
前
項
で
考
察
し
た
蔵
入
地
の
配
置
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
藩
政
全
期
を
通
じ
て
、
代
官
数
は
元
禄
期
が

(

7

9

)

(

8

0

)

 

も
っ
と
も
多
く
、
光
茂
の
地
方
支
配
機
構
の
整
備
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
代
官
制
度
の
整
備
・
強
化
と
と
も
に
、
元
禄
三
年
は
「
町
方
定
」
を
制
定
し
て
、
町
方
制
度
を
整
備
し
統
制
を
弛
化
し
た
。

第
二
巻
に
収
め
る
「
定
」

（第

運
上
取
立
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同
「
定
」
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
に
収
め
る
「
覚
」

で
あ
る
。
そ
の
第
二
条
に
、
新
し
く
宗
門
改
め
の
条
項
を
設
け
、

一
宗
門
改
之
儀
、
就
中
可
入
念
候
、
万
一
疑
敷
者
於
有
之
ハ
、
早
速
申
出
候
様
、
別
当
・
賭
兼
而
無
油
断
致
心
遣
候
様
、
連
々
二
梱
敷

可
申
聞
候
、
若
隠
置
以
後
於
顕
然
者
、
別
当
・
略
之
儀
ハ
不
及
申
、
五
人
組
・
隣
三
軒
迄
、
曲
事
可
申
付
事

と
し
て
、
別
当
・
賭
を
通
じ
て
厳
し
く
取
締
ら
せ
、
違
犯
者
が
出
た
場
合
は
、
五
人
組
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
隣
三
軒
ま
で
曲
事
に
申
し

(83) 

つ
け
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
貞
享
元
年
制
定
の
「
宗
門
井
人
改
手
頭
」
を
、
町
方
法
令
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

公
儀
宿
継
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
の
「
覚
」
に
規
定
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
新
た
に
旅
人
往
還
・
宿
貸

し
・
使
者
飛
脚
・
旅
商
人
お
よ
び
被
官
・
奉
公
人
の
口
事
沙
汰
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
（
第
六
I

―
二
条
）
ほ
か
、
町
屋
敷
に
居
住
す
る

家
臣
は
直
臣
・
陪
臣
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
当
・
賭
の
命
令
に
従
わ
さ
せ
、
町
並
の
礼
法
を
導
守
さ
せ
て
、
町
方
の
秩
序
維
持
に
つ
と
め
た

（
第
一
三
・
一
四
条
）
。
ま
た
、
火
災
は
別
当
・
賭
の
責
任
と
し
て
、
町
民
の
す
べ
て
に
火
の
用
心
を
さ
せ
、
出
火
の
際
は
、
町
奉
行
•
町

火
元
・
隣
家
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
町
中
全
体
が
消
火
に
つ
と
め
る
よ
う
規
定
し
て
（
第

一
五
・
一
六
条
）
、
町
方
に
お
け
る
防
火
体
制
を
整
備
し
た
。

な
お
、
同
「
定
」
の
後
文
に
、
「
右
之
条
々
不
可
有
相
違
候
、
不
時
行
懸
難
計
儀
者
不
及
沙
汰
、
諸
事
二
付
而
存
寄
も
候
ハ
ヽ
、
無
用

(84) 

捨
時
々
請
役
所
江
可
請
差
図
候
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
請
役
所
（
請
役
家
老
）
ー
町
奉
行
ー
町
代
官
と
い
う
町
方
に
お
け
る
行
政
系
統
が
整

序
化
す
る
。

(85) 

以
上
の
町
方
制
度
の
整
備
に
対
応
し
て
、
翌
元
禄
四
年
「
里
山
方
井
道
屋
敷
方
」
が
制
定
さ
れ
た
。

ノ
子
御
帳
」
に
も
み
ら
れ
な
い
新
し
い
法
令
で
、
そ
の
第
一
条
に
、

一
城
廻
都
合
井
里
山
方
之
儀
、
諸
事
念
を
入
可
申
付
事

付
、
道
橋
・
水
道
之
儀
、
往
還
又
ハ
万
問
二
不
相
成
様
二
、
能
吟
味
仕
筋
々
可
申
談
候
、
倍
又
城
廻
内
外
支
配
内
之
道
橋
・
堀
川
・

代
官
は
現
場
に
か
け
つ
け
て
消
火
に
あ
た
り
、

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

（
町
奉
行
）
を
全
面
改
訂
し
、

こ
の
う
ち
「
里
山
方
」
は
、
「
鳥

町
奉
行
•
町
代
官
宛
に
改
め
て
制
定
し
た
も
の
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔

こ
う
し
て
、
光
茂
後
期
の
貞
享
・
元
禄
期
に
、

土
手
竹
木
之
有
無
シ
可
相
改
之
、
自
今
以
後
何
事
二
而
茂
、
新
儀
ハ
大
和
・
請
役
家
老
江
請
差
図
可
相
調
候
、
氏
旨
兼
而
筋
々
江
可

申
談
事

と
あ
る
よ
う
に
、
全
七
条
が
す
べ
て
城
廻
り
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
地
方
支
配
機
構
整
備
の
一
環
と
し
て
、
城
堀
・
城

下
番
所
・
堀
川
・
土
手
畔
林
に
関
す
る
諸
規
定
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
藩
職
制
と
し
て
の
里
山
方
の
行
政
内
容
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
道
屋
敷
方
」
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
に
収
め
る
「
覚
」
を
改
訂
・
補
足
し
た
も
の
で
、
給
人
屋
敷
・
流
筋
水
道
・
脇
水

・
城
下
道
橋
等
に
関
す
る
諸
規
定
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
屋
敷
の
売
買
は
、
従
来
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
改
め
て
再

確
認
す
る
と
と
も
に
（
第
二
条
）
、
新
た
に
給
人
屋
敷
に
百
姓
•
町
人
が
住
む
こ
と
を
禁
じ
て
（
第
四
条
）
、
町
屋
敷
と
明
確
に
区
別
し
、
上

り
屋
敷
に
関
す
る
蔵
入
頭
人
の
権
限
を
強
化
し
て
い
る
（
第
五
条
）
。

そ
の
後
文
に
、
「
右
、
里
山
方
井
城
下
屋
敷
道
之
儀
、
今
度
相
改
、
其
方
共
請
役
二
申
付
候
上
ハ
、
自
今
以
後
諸
事
立
入
、
手
代
之
者

(87) 

節
々
差
廻
相
改
、
無
猥
様
可
入
念
也
」
と
あ
り
、
当
該
職
制
は
里
山
方
井
道
屋
敷
奉
行
（
頭
人
）
の
専
管
事
項
に
な
る
と
と
も
に
、
請
役

家
老
ー
蔵
入
頭
人
ー
里
山
方
井
遺
屋
敷
奉
行
（
頭
人
）
ー
同
手
伝
と
い
う
行
政
系
統
が
整
序
化
し
た
。

同
年
（
元
禄
四
）
制
定
さ
れ
た
「
寺
社
方
定
」
は
、
前
述
し
た
寛
文
十
一
年
の
寺
社
方
に
関
す
る
「
定
」
を
一
部
改
正
し
た
も
の
で
あ

(90) 

る
が
、
同
「
定
」
が
竜
造
寺
四
家
の
ほ
か
諸
家
老
宛
発
布
さ
れ
、
ま
た
貞
享
元
年
の
「
宗
門
井
人
改
手
頭
」
も
、
多
久
茂
矩
・
鍋
島
翌
茂

紀
（
請
役
家
老
）
ほ
か
相
良
求
馬
・
鍋
島
九
左
衛
門
宛
発
布
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宗
教
政
策
が
寺
社
奉
行
の
専
管
事
項
に
属
し
な
が
ら
、

政
策
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
請
役
家
老
の
職
掌
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
請
役
所
と
寺
社
奉
行
が
完
全

に
分
離
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
元
禄
四
年
の
「
寺
社
方
定
」
は
、
明
ら
か
に
「
寺
社
奉
行
」
宛
と
な

(91) 

っ
て
お
り
、
こ
こ
に
寺
社
行
政
に
お
い
て
も
、
請
役
所
（
請
役
家
老
）
ー
寺
社
奉
行
と
い
う
行
政
系
統
が
整
序
化
す
る
。

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
の
精
神
へ
の
復
帰
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
法
の
改
訂
・
整
備
が
お
こ
な
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藩
職
制
に
お
け
る
職
掌
の
分
化
と
と
も
に
、
専
任
の
奉
行
と
職
制
が
設
け
ら
れ
て
、
地
方
行
政
機
構
は
い
っ
そ
う
整
備
さ
れ
た

(92)

（

93) 

が
、
光
茂
は
翌
元
禄
五
年
「
郡
方
手
頭
」
と
「
検
者
手
頭
」
を
制
定
し
て
、
そ
の
最
終
仕
上
げ
を
お
こ
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
「
郡
方
」
と
は
、
「
町
方
」
・
「
津
方
」
に
対
す
る
行
政
区
画
と
し
て
の
郡
郷
（
農
村
）
を
意
味
せ
ず
、
藩

職
制
と
し
て
の
郡
代
の
行
政
対
象
と
そ
の
職
掌
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
「
郡
方
手
頭
」
の
第
一
条
に
、

大
庄
屋
・
小
庄
屋
給
分
、

（
新
田
開
発
）
、
出
作
の
禁
止
（
第
ニ
ニ
ー
ニ
四
条
）
、

一
郡
代
之
儀
、
郡
郷
メ
之
儀
候
条
、
無
理
非
分
之
儀
無
之
、

窮
、
能
有
付
候
様
、
心
遣
肝
要
候
事

(94) 

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
元
和
七
年
に
は
詳
細
な
職
掌
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
郡
郷
に
発
布
し
た

(95) 

法
令
違
反
者
の
摘
発
を
は
じ
め
、
郡
代
に
は
幅
広
い
職
掌
と
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
当
初
は
大
配
分
の
知
行
主
が
任
命
さ

(96) 

れ
て
、
蔵
入
地
の
み
な
ら
ず
配
分
地
（
知
行
地
）
に
対
し
て
も
強
力
な
権
限
を
も
ち
、
そ
の
た
め
、
蔵
入
地
を
管
掌
す
る
代
官
と
の
間
に
、

職
掌
上
の
明
確
な
区
分
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
郡
郷
に
対
す
る
郡
代
と
代
官
の
二
重
支
配
に
対
し
、
勝
茂
は
寛
永
二
十
年

に
改
革
を
お
こ
な
い
、
蔵
入
地
の
仕
置
を
代
官
に
命
じ
、
配
分
地
の
仕
置
と
区
別
す
る
と
と
も
に
、
郷
中
法
度
の
取
締
り
に
あ
っ
て
は
、

蔵
入
地
は
代
官
、
配
分
地
は
郡
代
と
い
う
明
確
な
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
し
か
し
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
に
収
め
る
「
定
」
（
郡
代
）

に
よ
れ
ば
、
郡
代
は
配
分
地
の
み
な
ら
ず
、
蔵
入
地
に
対
し
て
も
広
汎
な
権
限
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

元
禄
五
年
制
定
の
「
郡
方
手
頭
」
は
、
右
に
み
る
「
定
」
を
大
幅
に
改
訂
・
補
足
し
た
も
の
で
、
全
六
八
条
に
お
よ
ぶ
詳
細
な
法
令
で

あ
る
。
前
述
し
た
第
一
条
の
規
定
に
つ
づ
い
て
、
法
度
（
幕
法
・
藩
法
）
の
伝
達
•
取
締
り
、
宗
門
改
め
、
公
儀
宿
継
、
長
崎
警
備
時
の

人
馬
徴
発
、
長
崎
奉
行
・
上
使
往
来
時
の
調
達
、
人
馬
継
所
、
使
者
飛
脚
・
旅
人
・
商
人
往
来
時
の
人
馬
・
船
の
調
達
（
第
ニ
ー
九
条
）
な

ど
、
公
儀
関
係
の
取
締
り
・
調
達
を
は
じ
め
と
し
て
、
賭
の
諸
勝
負
の
禁
止
、
上
下
礼
儀
、
火
の
用
心
、
祭
礼
、
郡
方
万
定
式
の
遵
守

配
分
地
点
役
、
反
米
取
立
て
（
第
一
六
ー
ニ
0
条
）
、
潮
土
井
・
水
土
井
の
修
理
、
新
据

刀
・
脇
差
規
定
の
遵
守
（
第
二
七
条
）
、
升
・
計
の
統
一
他
領
者
と
の
縁

（第一

O
I
一
四
条
）
、

わ
れ
、 佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔

万
廉
直
之
旨
を
以
可
相
捌
候
、

勿
論
民
百
姓
家
職
を
本
と
し
て
不
及
困

（
第
二
九
条
）
、
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

組
み
・
養
子
の
禁
止
、

質
置
・
人
売
の
禁
止
（
第
三
三
ー
三
五
条
）
、
他
領
者
へ
の
宿
貸
し
禁
止
と
旅
人
・
商
人
・
芸
人
・
職
人
等
に
対
す

る
措
置
（
第
三
六
ー
六
一
条
）
、
五
人
組
（
第
六
二
条
）
、
走
者
、
質
年
季
（
第
六
六
ー
六
八
条
）
な
ど
、
極
め
て
広
汎
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の

職
掌
は
年
行
司
•
町
奉
行
・
代
官
の
職
掌
と
競
合
す
る
も
の
が
多
い
。

重
要
な
こ
と
は
、
右
に
み
る
「
郡
方
手
頭
」
が
大
配
分
に
お
い
て
も
、
法
と
し
て
定
着
し
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

(99) 

諌
早
氏
が
所
蔵
す
る
享
保
十
八
年
の
高
来
郡
代
宛
の
「
郡
方
条
目
」
は
、
元
禄
五
年
の
「
郡
方
手
頭
」
と
ほ
ぼ
等
し
く
、
さ
ら
に
詳
細
と

な
っ
て
全
八
五
条
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
光
茂
の
地
方
行
政
機
構
の
整
備
は
、
一
応
完
結
す
る
に
至
っ
た
。

（囮）

さ
ら
に
、
こ
の
点
を
い
っ
そ
う
強
調
し
た
の
が
同
じ
元
禄
五
年
に
制
定
さ
れ
た
「
検
者
手
頭
」
で
あ
る
。

(
1
0
1
)
 

収

め

る

「

定

」

年

貢

徴

収

に

つ

い

て

、

（

蔵

入

方

）

に

よ

れ

ば

、

作

の

好

者

が

検

者

に

選

ば

れ

、

代

官

と

と

も

に

重

要

な

役

割

を

果

し

て

い
た
が
、
検
者
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
法
令
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
光
茂
の
「
検
者
手
頭
」
の
制
定
と
な
っ
た
が
、
そ
の

第
一
条
に
、

一
蔵
入
方
検
者
之
儀
、
其
方
共
江
申
付
候
、
然
者
百
姓
之
盛
衰
・
所
務
損
癒
、
検
者
二
相
極
事
候
条
、
能
ミ
身
二
懸
心
遣
可
為
肝
要
事

と
し
て
、
蔵
入
地
に
お
け
る
百
姓
の
盛
衰
・
所
務
損
徳
が
検
者
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
検
者
は
代
官
目
付
と
し
て
、
諸
郷
に

出
張
せ
し
め
、
代
官
支
配
の
在
り
方
、
田
畠
の
乾
熟
、
作
毛
の
善
悪
を
蔵
入
頭
人
に
報
告
せ
し
め
る
と
と
も
に
（
第
二
条
）
、
蔵
入
地
に
お

け
る
地
米
員
数
の
決
定
、
前
年
の
地
米
と
の
増
減
、
落
米
員
数
の
目
安
記
載
（
第
三
ー
六
条
）
等
を
法
と
し
て
決
定
し
、
蔵
入
地
に
お
け

る
年
貢
徴
収
に
重
要
な
役
割
と
機
能
を
果
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
代
官
制
度
の
整
備
・
強
化
と
相
侯
っ
て
、
蔵
入
地
に
お
け
る
管
理
体
制
は
一
応
完
結
・
整
備
し
た
。
そ
れ
は
光
茂
の
地
方
支

配
機
構
整
備
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

U

註
＿
(
1
)
（

2
)
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
三
乾
、
『
佐
賀
県
史
』
中
巻
ニ
ー
三
頁
。

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
に
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(
3
)

「
村
田
家
記
」
（
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
三
乾
所
収
）
。

(
4
)

「
勝
茂
公
譜
考
補
」
一
1

一乾゚

(
5
)

「
安
順
年
譜
」
下
（
「
水
江
事
略
」
七
所
収
）
、
「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
。

(
6
)

「
慶
長
比
之
御
書
物
」
。

(
7
)

「
江
戸
御
証
人
衆
詰
料
銀
割
符
帳
」
（
「
肥
陽
旧
章
録
」
所
収
）
。

(
8
)

「
泰
盛
院
様
御
代
御
書
物
書
抜
」
。

(
1
)ー

(
8
)
藤
野
保
編
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
一
節
・
三
節
参
照
。

(
9
)

『
佐
賀
県
史
』
中
巻
九
五
頁
。

(10)

「
鹿
島
年
譜
」
・
「
鍋
島
和
泉
守
忠
茂
譜
」
、
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一
1

一
巻
所
収
）
五
八
四
号
鍋
島
忠
茂
書
状
。

(11)

「
元
茂
公
御
年
譜
」
一
、
「
御
家
由
来
」
（
「
小
城
鍋
島
文
庫
」
所
蔵
）
。
な
お
元
茂
は
、
元
和
三
年
の
冬
、
小
城
・
杵
島
両
郡
の
う
ち
に
て
定
米
一

万
一
八
石
（
知
行
高
一
万
六
、
六
九
七
石
九
斗
二
升
）
を
加
増
さ
れ
（
「
元
茂
公
御
年
譜
」
二
）
、
合
わ
せ
て
定
米
一
一
万
三
八
一
石
三
斗
と
な
っ
た
。

(12)

「
多
久
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一

0
巻
所
収
）
「
多
久
家
書
物
御
什
物
方
指
出
」
一

0
号
鍋
島
勝
茂
覚
書
。

(13)

「
勝
茂
公
譜
考
補
」
一

0
上
、
「
鹿
島
年
譜
」
・
「
鍋
島
和
泉
守
忠
茂
譜
」
。
（
10
）|
(
1
2
)

藤
野
保
「
佐
賀
藩
に
お
け
る
三
支
藩
の
成
立
過
程
」

H

（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
五
号
）
•
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
一
章
第
二
節
参
照
。

(14)

「
鍋
島
山
城
家
系
図
」
（
「
御
親
類
系
図
」
所
収
）
、
「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
、
「
御
国
惣
万
帳
」
。
な
お
、
直
弘
は
、
そ
の
後
数
回
の

加
増
を
え
て
、
寛
永
十
九
年
に
は
知
行
六
、

0
0
0
石
と
な
っ
た
。

(15)

「
神
代
家
系
図
」
（
「
御
親
類
系
図
」
所
収
）
、
「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
。

(16)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
一
章
第
二
節
参
照
。

(17)

「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
。

(18)

「
御
国
惣
万
帳
」
。

(19)

「
泰
盛
院
様
御
印
帳
」
。

(
2
0
)藤野
保
「
佐
賀
藩
確
立
期
に
お
け
る
政
治
過
程
お
よ
び
政
治
形
態
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
四
号
）
•
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』

本
絹
第
二
章
第
一
節
参
照
。

(21)
同
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
三
節
参
照
。

(22)

「
直
茂
公
譜
」
第
八
、
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
三
乾
、
「
鍋
島
和
泉
守
忠
茂
譜
」
。

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

(23)

「
元
茂
公
御
年
譜
」
二
、
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
―
二
巻
所
収
）
七
二

0
号
鍋
島
元
茂
書
状
。

(24)
第
一
図
「
蔵
入
地
と
知
行
地
の
分
布
」
参
照
。

(25)

「
蓮
池
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一
四
巻
所
収
）
一
三
号
鍋
島
勝
茂
害
状
。

(26)

「
寛
永
十
八
年
両
御
蔵
入
御
物
成
目
安
」
（
「
月
堂
様
御
代
覚
書
」
所
収
）
、
「
肥
陽
旧
章
録
」
。

(27)
（28)
「
寛
文
元
年
蔵
入
方
付
而
申
渡
条
々
」
。

(29)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
三
節
参
照
。

(30)

「
寛
文
元
年
山
方
二
付
而
申
渡
条
々
」
。

(31)
（32)
註

(27)
と
同
じ
。

(33)
第
ニ
ニ
・
ニ
三
条
は
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
（
第
三
巻
）
で
は
、
「
諸
郷
夫
小
荷
駄
井
手
男
一
通
」
に
収
め
て
い
る
。

(34)

「
元
禄
三
年
蔵
入
掟
」
。

(35)

「
烏
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
。

(36)
註

(34)
と
同
じ
。

(
3
7
)
(
3
8
)
「
寛
文
元
年
蔵
入
方
付
而
申
渡
条
々
」
。

(39)

「
多
久
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一

0
巻
所
収
）
、
「
多
久
家
書
物
御
什
物
方
指
出
」
八
号
鍋
島
勝
茂
覚
書
。

(40)

「
諸
算
用
一
通
」
（
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
三
巻
所
収
）
。

(41)
註

(37)
と
同
じ
。

(42)
栗
原
荒
野
『
校
注
葉
隠
』
一
三
頁
。

(43)
長
野
逼
『
幕
藩
制
社
会
の
財
政
構
造
」
四
八
七
頁
以
下
。

(44)

「
貞
享
二
年
小
物
成
方
定
」
。

(45)
註

(39)
と
同
じ
。

(46)
註

(44)
と
同
じ
。

(47)
第
四
表
は
「
御
蔵
入
御
物
成
附
」
（
「
郷
村
一
覧
附
御
蔵
入
物
成
」
所
収
）
に
よ
っ
て
、
貞
享
年
間
に
お
け
る
蔵
入
地
の
存
在
形
態
と
そ
の
地
米
高

を
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
黒
田
安
雄
氏
の
分
析
に
よ
る
と
、
地
米
総
高
二
七
万
九
、
六
八
八
石
五
斗
一
升
九
合
の
う
ち
、
そ
の
四
三
％
に
あ
た
る

―
二
万
三
八

0
石
一
斗
一
升
二
石
が
蔵
入
地
の
地
米
高
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
蔵
入
地
と
知
行
地
の
比
率
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
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ち
蔵
入
地
は
、
佐
賀
郡
と
杵
島
郡
に
お
け
る
集
中
度
が
極
め
て
高
く
、
佐
賀
郡
は
蔵
入
地
の
集
中
度
八
七
・
ニ
％
、
集
積
度
五
三
・
九
％
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
杵
島
郡
を
加
え
る
と
、
蔵
入
地
の
集
積
度
は
七
七
％
に
達
し
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
蔵
入
地
は
、
そ
の
大
半
が
佐
賀
・
杵
島
両
郡

に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
に
つ
い
で
神
埼
郡
、
三
根
・
養
父
郡
、
松
浦
郡
、
高
来
郡
、
藤
津
郡
の
順
序
で
存
在
し
て
い
た
（
前
掲

『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
三
節
参
照
）
。

(48)

「
貞
享
元
年
年
行
司
掟
」
。

(49)

「
貞
享
元
年
宗
門
井
人
改
手
頭
」
。

(50)

「
貞
享
元
年
光
茂
様
御
代
御
山
方
奉
行
御
手
頭
」
。

(51)

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
四
巻
所
収
。

(52)

「
領
中
人
改
様
申
渡
条
々
」
。

(53)
註

(48)
と
同
じ
。

(54)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
五
節
参
照
。

(
5
5
)同『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
一
章
第
五
節
•
第
二
章
第
五
節
参
照
。

(
5
6
)「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
•
第
五
巻
所
収
。

第4表 貞享年間における

蔵入地と地米高

郡名 郷 名 地米高

石斗升合

佐賀山内 1,892.277 

上佐賀上郷 4, 121. 168 

上佐賀下郷 3,750.960 

中佐賀郷 5,709.438 

巨勢郷 3,293.583 

佐賀
川副東郷 6,130.463 

川副上郷 6,316.336 

川副下郷 7,613,743 

与賀上郷 6,904.710 

与賀下郷 7,581.060 

嘉瀬郷 5,919.118 

新庄郷 5,655.601 

三根 三根・養父 3,154.415 

養父 三根郡西郷 5,146.261 

神埼山内 2,761.795 

神埼 神埼東郷 2,784.638 

神埼西郷 4,647.276 

横辺田東郷 1,785.061 

横辺田西郷 4,000,000 

杵島
白石秀郷 5,926.486 

白石六角郷 4,448.055 

白石中郷 5,785.495 

白石南郷 5,960.632 

松浦
伊万里郷 2,575.041 

有田郷 2,953.981 

藤津 七 浦 453.056 

高来 諫 早 3,113.456 

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態

（⇒ 

〔註〕 貞享年中「御蔵入御物成附」に
よって作成。
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

(57)

「
家
老
井
諸
役
者
江
渡
之
手
頭
」
、
「
従
前
々
之
遊
出
写
」
。

(58)
註

(49)
と
同
じ
。

(59)
四
代
藩
主
綱
茂
も
、
元
禄
九
年
に
「
宗
門
井
人
改
定
」
を
制
定
し
て
い
る
。

(60)

「
烏
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
。

(61)

「
寛
文
元
年
山
方
二
付
而
申
渡
条
々
」
。

(62)

「
乗
輪
院
様
御
壁
書
其
外
」
。
ほ
か
に
「
蔵
入
役
」
・
「
軍
陣
役
者
之
事
」
を
収
め
る
。

(63)

「
貞
享
五
年
津
方
手
頭
」
。

(64)

「
元
禄
三
年
代
官
共
江
相
渡
候
手
頭
」
。

(65)

「
元
禄
三
年
町
方
定
」
。

(66)

「
元
禄
四
年
光
茂
様
里
山
方
井
道
屋
敷
方
」
。

(67)

「
元
禄
四
年
寺
社
方
定
」
。

(68)

「
元
禄
五
年
郡
方
手
頭
」
。

(69)

「
直
孝
公
御
代
」
下
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
。

(70)

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
五
巻
所
収
。

(71)
註

(62)
と
同
じ
、
註

(20)
参
照
。

(72)
（73)
註

(63)
と
同
じ
。

(74)
註

(64)
と
同
じ
。

(75)

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
。
代
官
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
五
節
参
照
。

(76)
（77)
「
定
」
（
「
烏
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
）
。

(78)
「
元
禄
三
年
代
官
共
江
相
渡
候
手
頭
」
。

(79)

『
佐
賀
県
史
』
中
巻
一
四
八
頁
。

(80)

「
元
禄
三
年
代
官
共
江
相
渡
候
手
頭
」
の
第
四
一
条
で
、
は
じ
め
て
「
津
方
頭
人
」
の
名
称
が
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

頭
人
ー
津
方
目
付
—
目
付
下
代
ー
下
目
付
と
な
る
。

(81)

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
。

津
方
の
職
制
は
津
方
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(82)

「
元
禄
三
年
町
方
定
」
は
、
「
鍋
島
九
左
衛
門
江
被
相
渡
候
御
担
」
と
あ
り
、

(83)
註

(49)
と
同
じ
。

(84)

「
元
禄
三
年
町
方
定
」
。

(85)
註

(66)
と
同
じ
。

(86)

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
。

(87)

「
元
禄
四
年
光
茂
様
里
山
方
井
屋
敷
方
」
。

(88)
註

(67)
と
同
じ
。

(89)

「
従
前
々
之
遊
出
写
」
、
「
家
老
井
諸
役
者
江
渡
之
手
頭
」
。

(90)
多
久
暦
・
諫
早
麟
麟
．
順
麟
瓢
．
塁
置
．
鵬
麟
麟
紅
．
翫
髯
左
衛
門
・
相
良
顆
鴫
宛
と
な
っ
て
い
る
（
註

(89)
と
同
じ
）
。

(91)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
七
篇
参
照
。

(92)
註

(68)
と
同
じ
。

(93)

「
元
禄
五
年
光
茂
様
検
者
手
頭
」
。

(94)

「
直
孝
公
御
代
」
上
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
。

(95)
（96)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
綱
第
二
章
第
五
節
参
照
。

(97)

「
多
久
家
二
有
之
候
書
物
写
」
。

(96)

「
烏
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
。

(99)

「
郡
方
条
目
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
。

(lOO)
註

(93)
と
同
じ
。

(101)

「
定
」
（
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
二
巻
所
収
）
。

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

当
時
の
町
奉
行
は
鵬
麟
九
左
衛
門
と
考
え
ら
れ
る
。

- 14 -



佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

(
1
)
 

明
暦
四
年
（
万
治
元
）
五
月
、
光
茂
が
発
布
し
た
「
御
代
始
条
目
」
は
、
い
わ
ば
新
藩
主
の
施
政
方
針
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
儒
教
的
な

仁
政
思
想
に
も
と
づ
く
文
治
主
義
精
神
が
見
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
光
茂
の
政
策
の
基
調
を
な
し
た
こ
と
、
そ
の
た
め
光
茂
は
、
封
建
的

倫
理
や
身
分
制
秩
序
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
の
精
神
へ
の
復
帰
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

法
の
改
訂
・
整
備
を
通
じ
て
、
藩
制
機
構
を
整
備
し
、
専
任
の
奉
行
と
職
制
を
設
け
て
、
責
任
体
制
を
確
立
し
、
階
層
的
な
行
政
系
統
を

整
序
化
し
た
の
も
、
文
治
主
義
政
策
の
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
三
支
藩
を
は
じ
め
と
す
る
家
臣
団
統
制
の
強

化
と
組
織
の
整
備
、
お
よ
び
家
臣
団
構
成
に
お
け
る
身
分
格
制
の
重
視
と
階
層
秩
序
の
確
立
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
勝
茂
か
ら
光
茂
へ
の
代
替
り
に
際
し
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
三
支
藩
を
は
じ
め
と
す
る
家
臣
団
か
ら
、
光
茂
と
嫡
子
綱

(
2
)
 

茂
に
対
し
、
集
中
的
に
起
請
文
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
起
請
文
の
内
容
は
、
「
逆
心
を
不
奉
存
、
公
私
御
為
可
然
様
二
心
遣
可
仕

(
3
)
 

事
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
治
世
五

0
年
の
実
績
を
も
つ
勝
茂
か
ら
、
孫
の
光
茂
へ
の
代
替
り
に
よ
っ
て
招
来
さ

れ
る
主
従
制
の
弛
緩
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
積
極
的
に
自
ら
と
そ
の
嫡
子
に
忠
節
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
従
制
を
強
化

(
4
)
 

し
、
鍋
島
一
門
を
は
じ
め
と
す
る
家
臣
団
に
対
し
、
宗
家
1
1
藩
主
と
し
て
の
身
分
制
秩
序
を
確
立
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う

こ
う
し
た
起
請
文
の
提
出
は
、
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
る
が
、
寛
文
十
一
年
九
月
に
は
、
諸
家
老
か
ら
次
の
よ
う
な
起
請
文
が
提
出
さ
れ

(
5
)
 

再
拝
ミ
ミ
敬
白
天
罰
起
請
文
前
書
支

一
奉
対
光
茂
様
・
綱
茂
様
、
尽
未
来
際
、
公
私
御
為
宜
様
、
身
命
之
限
、
吉
凶
共
二
無
1

一
心
・
野
心
、
御
奉
公
可
仕
候
、
尤
至
光
茂

ー
四

「
起
請
文
」
か
ら
「
誓
詞
」
へ

家
臣
団
統
制
と
身
分
格
制
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様
・
綱
茂
様
、
不
依
誰
人
、
万
一
或
結
徒
党
、
或
背
命
族
有
之
と
も
、
某
共
曽
以
同
心
不
仕
、
光
茂
様
・
綱
茂
様
相
離
申
間
敷
支

一
於
向
後
、
縦
我
ミ
迷
惑
之
御
当
介
御
座
候
共
、
少
も
取
違
不
申
、
御
奉
公
可
仕
候
、
尤
他
家
之
奉
公
之
儀
者
不
及
申
、
縦
公
儀
江

被
召
出
候
共
、
光
茂
様
・
綱
茂
様
を
不
奉
離
、
曽
而
何
方
之
奉
公
仕
間
敷
候
、
掬
又
世
上
展
転
之
儀
者
不
及
申
上
、
他
家
之
衆
汐
、

如
行
鉢
之
儀
被
申
懸
候
共
、
至
御
家
当
介
を
違
、
入
魂
仕
間
敷
事

付
、
自
然
他
方
よ
り
計
策
之
儀
於
有
之
者
、
書
状
二
而
も
、
口
上
二
而
も
、
有
鉢
早
速
可
申
上
支

一
奉
対
光
茂
様
・
綱
茂
様
、
御
為
不
罷
成
儀
致
見
聞
、
又
某
共
存
寄
も
御
座
候
者
、
無
用
捨
幾
折
も
可
申
上
事

一
御
訴
詔
申
上
儀
御
座
候
而
、
御
分
別
無
御
座
節
、
縦
気
二
懸
候
共
、
当
介
悪
敷
覚
悟
仕
間
敷
支

一
不
依
何
事
、
御
隠
密
二
被
御
聞
候
儀
を
、
御
免
無
御
座
間
、
他
人
之
儀
ハ
不
及
申
、
雖
為
親
子
兄
弟
、
口
外
仕
間
敷
事

右
於
奉
違
背
者

罰
文

寛
文
十
一
月
九
月
十
四
日

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

（
神
代
）
鍋
島
弥
平
左
衛
門
嵩
就
血
判

（
横
岳
）
鍋

島

主

水

武

興

血

判

疇

）

島

阿

波

賢

饂

血

判

鍋

島

若

狭

茂

紀

血

判

（
茂
真
）

諌

早

豊

前

茂

明

血

判

多

久

長

門

茂

矩

血

判

多
久
茂
矩
以
下
の
諸
家
老
が
光
茂
・
綱
茂
に
対
し
、
身
命
の
限
り
二
心
・
野
心
な
く
奉
公
し
、
た
と
え
徒
党
を
結
び
、
主
命
に
背
く
者

が
あ
っ
て
も
、
光
茂
・
綱
茂
と
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
う
え
で
、
用
捨
な
く
意
見
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

こ
の
よ
う
に
、
藩
主
と
家
臣
団
と
の
主
従
制
原
理
が
確
定
し
た
幕
藩
制
下
に
お
い
て
、
盛
ん
に
起
請
文
が
提
出
さ
れ
た
理
由
は
、

し‘
っ

た
い
何
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
来
、
起
請
文
は
惣
領
制
解
体
後
の
在
地
領
主
相
互
の
対
立
激
化
の
な
か
で
、
盛
ん
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
世
的
権
威
を
も

つ
大
名
領
主
や
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
有
力
被
官
が
、
政
治
的
に
こ
れ
ら
在
地
領
主
層
を
組
織
し
え
ず
、
戦
国
末
期
の
政
治
的
混
乱
状
態

に
対
応
す
べ
き
結
合
の
原
理
と
し
て
、
神
々
の
権
威
に
依
存
す
る
形
で
、
軍
事
同
盟
の
締
結
あ
る
い
は
被
官
関
係
の
維
持
の
た
め
起
請
文

(
6
)
 

を
提
出
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
起
請
文
の
提
出
は
、
す
ぐ
れ
て
戦
国
争
乱
に
内
在
す
る
領
主
間
矛
盾
を
止
揚
す
る
戦
術

と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

戦
国
期
の
肥
前
に
お
い
て
、
少
弐
氏
に
代
わ
っ
て
拾
頭
し
た
竜
造
寺
氏
と
他
の
戦
国
大
名
な
い
し
在
地
領
主
と
の
間
に
、
ま
た
は
在
地

領
主
と
周
辺
の
給
人
・
地
侍
層
な
い
し
「
衆
」

1
1
百
姓
と
の
間
に
、
盛
ん
に
起
請
文
が
提
出
・
交
換
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に

(
7
)
 

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
藤
章
氏
は
、
こ
う
し
た
起
請
文
の
提
出
・
交
換
に
よ
る
結
合
の
原
理
を
「
起
請
文
体
制
」
と
よ
び
、
起
請
文
の

前
文
に
み
ら
れ
る
規
制
・
規
範
条
項
を
一
種
の
「
契
約
」
条
項
と
み
な
し
、
そ
こ
に
国
人
領
主
相
互
の
秩
序
維
持
、
な
い
し
は
大
名
・
国

(
8
)
 

人
領
主
と
の
被
官
関
係
の
統
制
原
理
を
見
出
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肥
前
に
お
い
て
は
、
竜
造
寺
隆
信
に
よ
る
戦
国
大
名
制
が
確
立
し
た
の
ち
も
、
盛
ん
に
起
請
文
が
提
出
さ
れ
、
そ

れ
は
隆
信
の
戦
死
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
重
臣
鍋
島
直
茂
に
対
す
る
国
政
委
任
と
い
う
異
常
な
政
治
状
態
の
な
か
で
、
ま
す
ま
す
助
長
さ

れ
だ
。
こ
う
し
た
頻
向
は
、
公
儀
権
力
の
介
入
に
よ
る
竜
造
寺
佐
賀
藩
か
ら
鍋
島
佐
賀
藩
へ
の
移
行
、
公
儀
権
力
に
対
す
る
鍋
島
氏
の
軍

(10) 

役
奉
仕
ー
朝
鮮
出
兵
、
竜
造
寺
本
家
の
断
絶
に
よ
る
鍋
島
氏
の
家
督
相
続
と
い
う
政
治
的
緊
張
の
度
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
、
勝
茂
・
光
茂

時
代
に
継
承
さ
れ
た
。

鍋
島
佐
賀
藩
成
立
以
来
、
起
請
文
が
盛
ん
に
提
出
さ
れ
た
理
由
は
、

の
う
え
に
、
少
弐
氏
（
守
護
大
名
）
か
ら
竜
造
寺
氏
（
戦
国
大
名
）
、

「
起
請
文
体
制
」
を
生
み
出
し
た
戦
国
末
期
の
政
治
的
ア
ナ
キ
ー

さ
ら
に
鍋
島
氏
（
近
世
大
名
）
へ
と
、
め
ま
ぐ
る
し
く
政
権
交
代
が
お
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゜
ぷ
ノ

光
茂
様

お
こ
な
わ
れ
た
肥
前
に
け
る
特
異
な
政
治
情
勢
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
「
起
請
文
体
制
」
で
は
な
く
、
知
行
判
物
の
交
付
を
媒
介
と
す
る
封
建
的
主
従
制
を
基
礎
と
す
る
起
請
文

の
提
出
で
あ
り
、
神
文
も
省
略
し
た
も
の
が
多
く
、
「
前
書
」
も
画
一
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
前
書
」
は
一
種
の
「
契
約
」
条
項
で

は
な
く
「
誓
詞
」
条
項
と
な
っ
て
い
る
。
佐
賀
藩
が
起
請
文
を
収
録
し
て
、
「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
」
と
命
名
し
た
所
以
も
、
そ
こ
に
あ

る
。
肥
前
に
お
け
る
特
異
な
政
治
情
勢
の
な
か
で
成
立
し
た
鍋
島
佐
賀
藩
は
、
「
起
請
文
体
制
」
の
伝
統
と
慣
習
に
も
と
づ
き
、
「
誓
詞
」

を
「
前
書
」
と
す
る
新
た
な
「
起
請
文
」
を
盛
ん
に
提
出
さ
せ
て
、
主
従
制
の
強
化
と
家
臣
団
統
制
を
図
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

こ
う
し
た
傾
向
に
対
し
て
は
、
鍋
島
一
門
か
ら
も
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
元
禄
二
年
、
鍋
島
翠
直
亮
は
、

(11) 

文
前
書
案
」
の
形
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

再
拝
M
敬
白
天
罰
起
請
文
前
書
之
支

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

殿
様
可
奉
御
同
意
候
（
以
下
略
）

某
儀
御
重
恩
之
儀
共
、
御
前
二
而
も
度
M
如
申
上
候
、
卿
亡
却
不
仕
候
、
然
者
、
今
晩
誓
紙
之
儀
付
而
、
御
子
様
方
之
儀
、
何
も
神
文

如
何
与
存
入
候
様
子
付
、
於
御
前
も
如
申
上
候
、
則
此
神
文
を
以
、
少
も
偽
無
之
候
、
御
子
様
方
疎
略
不
奉
存
候
、
今
時
分
批
判
あ

い
か
ね
、
か
へ
り
て
御
為
宜
敷
も
有
之
間
敷
と
存
、
申
上
た
る
迄
二
候
、
親
類
・
家
老
中
何
も
殿
様
御
う
し
ろ
く
ら
き
覚
悟
候
ヘ
ハ
、

則
野
心
を
奉
存
入
に
て
こ
そ
候
へ
と
も
、
従
御
前
被
遊
出
候
御
案
文
文
言
を
、
何
か
と
申
上
候
ヘ
ハ
、
御
不
審
二
も
可
被
思
召
上

候
条
、
努
／
＼
偽
不
申
上
候
通
、
掬
又
万
一
親
類
・
家
老
中
之
内
、
取
ち
か
へ
申
候
仁
御
座
候
而
、
殿
様
御
う
し
ろ
く
ら
き
儀
も

子
様
方
上
於
有
之
者
、
随
分
左
様
無
之
様
、
身
命
限

元
禄
二
年
九
月
廿
九
日

（
直
亮
）

鍋
島
大
和
直
氏

御

や
は
り
「
起
請
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

覚

一
我
ミ
儀
、
以
来
弥
致
在
佐
嘉
、
連
ミ

者
、
無
用
捨
可
申
上
事

(
2
)
 
一
自
然
猥
敷
刻
、
遠
所
へ
被
差
出
儀
有
之
共
、
妻
子
之
儀
ハ
、
志
か
と
在
佐
嘉
仕
ら
せ
、
我
M
事
罷
越
御
用
可
相
達
候
、
縦
隠
居
仕
候

と

も

、

右

之

刻

者

、

佐

嘉

江

相

詰

可

申

事

・

(
3
)
 
一
我
ミ
共
、
家
中
頭
立
候
者
之
妻
子
之
儀
も
、
至
其
節
在
佐
嘉
可
申
付
事

(
4
)
 
一
虎
口
之
跡
先
井
御
留
守
番
之
儀
、
以
御
校
量
可
被
仰
付
刻
、
御
下
知
を
違
背
仕
間
敷
事

(
5
)
 
一
口
事
沙
汰
、
其
外
何
事
二
而
も
、
存
寄
無
用
捨
申
上
、
御
吟
味
一
着
之
上
者
、
少
も
存
分
申
上
間
敷
事

(
6
)
 
一
連
判
中
之
内
之
者
、
口
事
篇
有
之
刻
者
、
主
人
者
不
相
構
、
残
連
判
中
ぷ
致
吟
味
、
決
断
可
仕
之
旨
、
奉
得
其
意
候
、
然
上
者
、
縦

不
合
点
之
儀
候
共
、
違
背
仕
間
敷
事

(
7
)
 
一
従
他
家
、
若
様
子
有
之
書
状
井
使
者
口
上
二
申
来
候
ハ
ヽ
、
早
速
有
鉢
可
申
上
事

(
8
)
 
一
他
家
之
者
と
、
或
縁
辺
を
結
、
或
養
子
之
儀
、
下
M
迄
堅
禁
止
可
仕
之
旨
、
得
其
意
候
事

御
城
罷
出
、
御
家
御
為
可
然
様
心
二
懸
、
気
遣
可
仕
候
、
不
依

く
ま
し
ろ

(12)

神
代
直
長
隠
居
後
の
直
夷
は
、
光
茂
が
信
頼
す
る
最
上
位
の
家
臣
で
あ
り
、
「
起
請
文
」
（
実
際
は
「
誓
詞
」
）
提
出
を
肯
定
す
る
立
場

か
ら
、
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
が
、
鍋
島
一
門
、
と
く
に
光
茂
の
子
供
に
、
そ
れ
を
疑
問
視
す
る
者
が
い
た
こ
と
は
、
「
御
子
様
方
之
儀
、

何
も
神
文
如
何
与
存
入
候
様
子
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
佐
賀
藩
に
お
い
て
は
、
光
茂
の
致
仕

翁

）

（

14）
（

15)

（
元
禄
八
年
）
を
契
機
に
、
「
起
請
文
」
が
少
な
く
な
り
、
「
起
請
文
前
書
案
」
は
「
誓
詞
」
・
「
誓
詞
案
」
へ
と
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

多
久
茂
矩
以
下
の
諸
家
老
は
、
光
茂
・
綱
茂
に
対
し
て
起
請
文
を
提
出
し
た
寛
文
十
一
年
九
月
の
同
じ
日
付
で
‘
―
一
ヵ
条
か
ら
な
る

(16) 

「
誓
詞
」
を
提
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
三
支
藩
（
鹿
島
1
1
直
朝
・
小
城
1
1
直
能
・
蓮
池
1
1
直
之
）
の
ほ
か
神
代
直
長
・
鍋
島
痒
直
亮
・
村

田
政
辰
が
連
署
し
て
い
る
。
そ
れ
は
三
家
・
親
類
・
家
老
の
連
署
誓
詞
で
あ
る
。
次
に
、

そ
の
「
誓
詞
」
を
掲
げ
よ
う
。

公
私
、
存
寄
之
儀
於
有
之

- 19 -



事

(11) 一
今
有
之
御
蔵
入
之
内
、
所
務
井
小
物
成
地
、
其
外
山
野
等
望
申
候
儀
、
停
止
之
旨
、
奉
得
其
意
候
事

右
之
条
々
、
以
連
判
申
上
候
上
者
、
全
違
背
仕
間
敷
候
、
以
上

寛
文
十
一
年
九
月
十
四
日

（二）

鍋面鍋示鍋砿神鍋目村多諌鍋云鍋砿鍋砿鍋藉
島城池
島ツ島ツ島ッ 召 雙巴邑島包

代島田久早島島島弥砿
和砿加砿摂砿
朝能之

平塾
泉三町津シ左面山面隠五長袋豊祠若反阿冦主臼左

長発辰矩真紀俊ッツ巴衛
守守守京城岐門前狭波水門

判 判 判 判 判 判 判 判 判 判 判 判

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態

(
9
)
 
一
他
所
之
衆
之
儀
者
不
及
申
、
傍
輩
中
を
以
書
物
申
合
、
又
者
人
多
連
判
二
而
申
組
候
儀
、
悪
事
之
根
元
候
条
、
堅
御
法
度
之
旨
、
奉

得
其
意
候
、
下
々
迄
穂
敷
可
申
付
事

(10) 一
不
依
何
事
、
一
篇
御
分
別
不
被
成
儀
を
、
重
々
達
而
及
御
詫
言
之
儀
、
御
仕
置
之
妨
二
相
成
儀
候
条
、
停
止
可
仕
旨
、
奉
得
其
意
候

- 20 -



佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

万
石
以
上
の
大
配
分
を
包
摂
す
る
複
合
藩
と
し
て
の
性
格
を
も

(17) 

第
一
条
の
「
在
佐
賀
」
の
件
は
、
三
支
藩
（
内
分
支
藩
）
を
は
じ
め
、

(19) 

か
つ
数
千
石
の
大
身
（
大
配
分
・
大
配
分
格
）
を
有
す
る
佐
賀
藩
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
鍋
島
佐
賀
藩
草
創
期
に
お
け
る

(18) 
ち、竜
造
寺
一
門
の
割
拠
に
加
え
て
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
措
置
と
し
て
積
極
的
に
創
出
さ
れ
た
鍋
島
一
門
の
膨
大
な
知
行
地
（
配
分
地
）
の
創

設
が
、
い
っ
そ
う
割
拠
体
制
を
助
長
し
た
か
ら
で
あ
る
。

(20) 

鍋
島
氏
は
、
早
く
も
慶
長
十
三
年
、
竜
造
寺
四
家
を
佐
賀
に
集
め
て
家
老
と
し
、
竜
造
寺
氏
の
藩
政
参
加
↓
政
治
中
枢
へ
の
進
路
を
開

(21) 

く
一
方
、
同
年
、
「
親
類
中
、
以
来
佐
嘉
二
而
、
御
家
之
儀
諸
事
可
致
気
遣
事
」
と
し
て
、
鍋
島
一
門
の
佐
賀
集
住
と
藩
政
協
力
を
要
請

(22) 

し
、
領
国
内
に
お
け
る
集
権
体
制
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
「
佐
賀
・
蓮
池
へ
移
罷
居
候
者
、
無
理
在
郷
仕
儀
、
可
為
曲
事
支
」
（
元
和
四

（

家

中

之

者

）

（

竜

造

寺

四

家

）

年
）
と
し
て
、
佐
賀
・
蓮
池
に
移
住
し
た
家
中
の
在
郷
を
禁
止
、
ま
た
は
「
下
ミ
致
在
郷
候
儀
、
四
人
切
手
を
以
、
可
被
申
付
事
、
付
、

佐
嘉
無
人
二
無
之
様
二
可
然
事
」
（
元
和
七
年
）
と
し
て
、
家
中
の
在
郷
を
厳
し
く
制
限
し
た
。
こ
う
し
て
、
佐
賀
藩
に
お
い
て
は
、
竜
造

(24) 

寺
・
鍋
島
一
門
の
佐
賀
集
住
と
と
も
に
、
家
中
（
直
臣
）
．
又
家
中
（
陪
臣
）
の
佐
賀
集
住
が
促
進
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、

(25) 

領
国
政
治
の
中
枢
を
な
す
佐
賀
城
の
建
設
と
城
下
町
の
形
成
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

(26) 

し
か
し
、
慶
長
・
元
和
の
二
回
に
わ
た
る
三
部
上
地
（
知
行
地
の
三
0
％
召
上
）
の
実
施
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
す
る
公
儀
普
請
役
の
遂

行
か
ら
必
然
化
さ
れ
た
藩
財
政
窮
乏
の
打
開
策
と
し
て
、
遂
に
寛
永
五
年
、
「
知
行
五
百
石
汐
内
之
給
人
、
役
者
之
外
ハ
、
勝
手
次
第
二

（匂）

可
致
在
郷
由
之
事
」
と
し
て
、
役
の
者
を
除
く
知
行
五

0
0
石
以
下
の
給
人
の
在
郷
を
自
由
に
認
め
る
と
い
う
非
常
措
置
を
と
ら
ざ
る
を

(28) 

え
な
か
っ
た
。
こ
の
時
同
時
に
、
「
家
売
買
の
儀
、
勝
手
次
第
」
と
い
う
特
別
措
置
も
講
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
元
和
・
寛
永
以
降
、
新
た
に
創
出
さ
れ
た
鍋
島
一
門
の
膨
大
な
知
行
地
は
、
領
内
の
各
地
に
配
置
さ
れ
、
加
え
て
寛
永
十
九
年

に
お
け
る
三
家
（
鹿
島
・
小
城
・
蓮
池
鍋
島
）
の
大
名
（
三
支
藩
）
へ
の
昇
格
は
、
家
臣
団
統
制
を
め
ぐ
る
本
藩
と
の
矛
盾
・
緊
張
関
係
の
な

(29) 

か
で
、
領
内
に
お
け
る
割
拠
体
制
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
年
、
「
又
家
中
在
佐
賀
覚
書
」
を
発
布
し
て
、
小
城
鍋
島
家
以
下

大
身
―
―
年
家
の
「
在
佐
賀
仕
候
又
家
中
名
付
」
を
決
定
し
、
又
家
中
の
「
在
佐
賀
」
員
数
を
定
め
た
の
は
、
こ
う
し
た
割
拠
体
制
を
阻
止
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し
よ
う
と
す
る
藩
権
力
の
対
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
ー
三
条
に
、

一
在
佐
賀
之
者
、
三
年
代
リ
之
事

一
三
年
代
リ
ニ
被
相
定
候
へ
共
、
無
代
詰
候
儀
ハ
心
次
第
、

一
代
リ
候
硼
ハ
請
御
意
候
事

又
家
中
の
「
在
佐
賀
」
交
代
を
三
年
と
し
、

た
。
丸
山
瀕
成
氏
は
、
こ
う
し
た
又
家
中
の
「
在
佐
賀
」
交
代
を
、

(31) 

佐
賀
本
藩
へ
の
参
勤
交
代
の
具
体
的
指
示
」
と
評
価
し
て
い
る
。

(32) 

勝
茂
は
、
そ
の
晩
年
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
に
お
い
て
、

一
家
中
之
士
、
無
瓶
次
在
郷
仕
候
儀
可
停
止
、
但
、
罷
移
候
ハ
テ
不
叶
者
ハ
、
年
寄
中
切
手
を
以
、
可
差
免
事

と
し
て
、
家
中
の
在
郷
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
一
方
、
同
慶
安
五
年
（
承
応
元
）
、
前
述
し
た
寛
文
十
一
年
の
「
在
佐
賀
」
誓
詞
と
同
じ

内
容
の
「
覚
」
を
、
三
支
藩
以
下
着
座
層
に
至
る
上
級
家
臣
団
か
ら
徴
収
し
、

せ
し
め
た
。

こ
う
し
た
「
在
佐
賀
」
と
在
郷
の
繰
り
返
し
は
、
佐
賀
藩
の
構
造
特
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
集
権
性
と
分

権
性
を
合
わ
せ
も
つ
幕
藩
体
制
の
藩
規
模
に
お
け
る
具
体
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
矛
盾
を
止
揚
し
、
集
権
性
を
維
持
す
る
手
段

が
、
幕
藩
体
制
の
場
合
は
大
名
の
江
戸
参
勤
と
な
り
、
佐
賀
藩
の
場
合
は
家
臣
の
佐
賀
参
勤
、
さ
ら
に
は
陪
臣
の
御
館
参
勤
と
い
う
三
重

構
造
を
と
る
こ
と
と
な
る
。

光
茂
の
襲
封
後
、
上
級
家
臣
団
の
「
在
佐
賀
」
誓
詞
の
提
出
は
、

の
徴
収
と
同
じ
趣
旨
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、

た
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、

(34) 

い
っ
そ
う
頻
繁
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
「
起
請
文
」

そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
従
制
と
集
権
性
を
維
持
し
、
家
臣
団
の
統
制
を
強
化
ま
よ
う
と
し

こ
う
し
て
、
寛
文
十
一
年
九
月
の
「
在
佐
賀
」
誓
詞
の
提
出
と
な
る
が
、
第
二
条
以
下
に
お
い
て
、
連
署
者
お
よ
び
頭
立

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

か
れ
ら
に
「
在
佐
賀
」
・
登
城
に
よ
る
藩
政
協
力
を
誓
約

「
三
支
藩
主
以
下
、

大
配
分
の
知
行
主
な
ど
の
又
家
中
に
対
す
る
、

代
り
な
く
詰
め
る
こ
と
は
心
次
第
、
交
代
す
る
時
は
藩
主
の
許
可
を
必
要
と
し

一
段
可
然
由
候
事
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

2
 

つ
家
中
妻
子
の
「
在
佐
賀
」
を
誓
っ
た
う
え
で
（
第
ニ
・
三
条
）
、
出
陣
・
留
守
番
等
の
軍
役
の
下
知
に
従
い
（
第
四
条
）
、
訴
訟
吟
味
決
着

の
う
え
は
、
こ
れ
に
服
従
し
（
第
五
条
）
、
連
署
者
の
訴
訟
は
、
当
事
者
を
除
外
し
た
残
り
の
連
署
者
で
吟
味
し
た
う
え
で
、
藩
主
の
決
裁

を
仰
ぎ
（
第
六
条
）
、
他
家
か
ら
の
書
状
・
使
者
口
上
は
、
有
鉢
に
こ
れ
を
報
告
す
る
と
と
も
に
（
第
七
条
）
、
縁
組
み
・
養
子
を
堅
く
禁
じ

（
第
八
条
）
、
集
団
訴
訟
は
悪
事
の
根
元
で
あ
る
か
ら
、
法
度
の
趣
旨
を
守
っ
て
、
下
々
ま
で
厳
し
く
申
し
渡
し
（
第
九
条
）
、
無
分
別
の
申

し
立
て
は
、
こ
れ
を
一
切
し
な
い
と
誓
約
し
て
い
る
（
第
一
0
条
）
。

(35) 

替
」
と
あ
り
）
、

お
よ
び
小
物
成
地
・
そ
の
他
山
野
に
対
す
る
要
求
（
知
行
地
へ
の
組
入
れ
）
を
、

考
察
し
た
藩
権
力
の
蔵
入
地
の
集
中
・
増
加
策
お
よ
び
小
物
成
地
か
ら
の
財
源
確
保
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
盛
ら
れ
た
「
誓
詞
」
の
内
容
は
、
妻
子
を
含
め
た
「
在
佐
賀
」
の
誓
約
の
う
え
に
、
軍
役
・
訴
訟
か
ら
縁
組
み
・
養
子
取
り
決

め
に
至
る
藩
主
へ
の
絶
対
服
従
で
あ
り
、
そ
の
後
、
同
じ
趣
旨
の
「
誓
詞
」
の
提
出
は
、
光
茂
時
代
、
延
宝
・
貞
享
・
元
禄
と
繰
り
返
え

さ
れ
に
屈
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
領
内
に
お
け
る
大
身
階
級
の
割
拠
体
制
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
度
重
な
る
「
誓
詞
」

(37) 

の
提
出
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
光
茂
は
貞
享
四
年
に
制
定
し
た
「
壁
書
」
に
つ
づ
く
「
法
度
」
の
第
二
四
条
に
お
い
て
、

一
諸
給
人
在
郷
江
罷
居
候
者
、
定
米
五
拾
石
以
上
、
城
許
江
可
罷
移
事

附
、
自
今
以
降
、
知
行
百
石
よ
り
上
之
者
、
在
郷
仕
儀
停
止
之
事

す
で
に
在
郷
し
て
い
る
も
の
で
、
定
米
五

0
石
（
四
ツ
成
に
し
て
知
行
―
二
五
石
）
以
上
の
者
の
城
下
移
住
と
、
城
下
居
住
者

寛
永
五
年
の
知
行
五

0
0
石
以
下
の
在
郷
許
可
規
定

と
規
定
し
、

で
知
行
一

0
0
石
（
同
じ
く
定
米
四
0
石
）
以
上
の
者
の
在
郷
を
禁
止
し
て
い
る
。

は
、
こ
こ
で
知
行
一

0
0
石
以
下
に
制
限
さ
れ
た
。

「
三
家
格
式
」
と
身
分
格
制
の
確
立

一
切
停
止
し
た
の
は
、

以
上
の
よ
う
な
光
茂
の
上
級
家
臣
団
に
対
す
る
「
在
佐
賀
」
誓
詞
の
度
重
な
る
徴
収
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
、

第
三
条
第
一
項
で

こ
れ
と
全
く
う
ら

そ
し
て
、
第
―
一
条
に
お
い
て
、
蔵
入
地
の
所
務
（
他
の
誓
詞
に
「
所
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（叔）

父
ー
甥
の
関
係
へ
の
変
化
を
意
味
す
る
。

は
ら
な
事
態
が
進
行
し
た
。
し
か
も
、

の
三
家
の
動
き
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

そ
れ
は
家
臣
団
の
最
上
位
に
位
置
し
、
鍋
島
一
門
の
ト
ッ
プ
を
占
め
る
小
城
・
蓮
池
・
鹿
島
鍋
島

(38) 

寛
永
十
七
年
、
三
家
は
江
戸
詰
の
三
家
交
代
の
願
い
を
契
機
に
、
幕
府
か
ら
部
屋
住
格
と
し
て
の
大
名
の
取
扱
い
を
う
け
、

十
九
年
、
正
式
の
大
名
（
支
藩
）
と
な
っ
た
が
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
三
支
藩
は
、
幕
府
か
ら
直
接
朱
印
状
を
交
付
さ
れ
る
独
立
支
藩
（
別
朱

(40) 

印
分
家
）
と
異
な
っ
て
、
内
分
支
藩
（
内
分
分
家
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
三
家
は
大
名
と
な
っ
た
の
ち
も
、
終
始

(41) 

本
藩
の
「
着
到
帳
」
に
記
載
さ
れ
（
第
ニ
・
三
表
参
照
）
、
家
臣
と
し
て
の
取
扱
い
を
う
け
た
。
「
在
佐
賀
」
誓
詞
に
、
他
の
上
級
家
臣
団
と

と
も
に
連
署
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
支
藩
に
対
す
ろ
本
藩
の
思
考
・
態
度
の
不
変
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
大
名
承
認
を
契
機
に
支
藩
に
対
し
て
自
治
権
を
与
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

勝
茂
か
ら
光
茂
へ
の
代
替
り
に
際
し
、
集
中
的
に
提
出
さ
れ
た
「
起
請
文
」
を
分
析
す
る
と
き
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
相
違
を
見
出
す
こ

(42) 

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
逆
心
な
き
奉
公
を
誓
っ
た
条
項
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
が
本
藩
の
事
実
上
の
最
上
位
の
家
臣
で
あ
り
、
か
つ
政

務
運
営
を
担
当
し
て
い
た
直
弘
（
白
石
鍋
島
）
・
直
長
（
神
代
）
の
「
起
請
文
」
は
、
「
光
茂
様
・
綱
茂
様
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
三

(43) 

家
の
場
合
は
、
等
し
く
「
綱
茂
様
」
の
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
襲
封
間
も
な
い
勝
茂
の
孫
藩
主
光
茂
の
嫡
子
綱
茂
に
忠
節
を
誓

う
起
請
文
の
提
出
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
、
三
支
藩
の
自
尊
心
を
著
し
く
侮
つ
け
る
と
と
も
に
、
本
藩
に
対
す
る
支
藩
の
抗
議
の
鉾
先

を
綱
茂
に
向
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
勝
茂
の
孫
光
茂
の
襲
封
は
、
こ
れ
ま
で
の
親
—
子
の
関
係
か
ら
伯

保
し
よ
う
と
し
、
本
家
は
、

三
家
は
、

こ
れ
ま
で
の
本
家
と
の
関
係
に
加
え
て
、
大
名
承
認
を
契
機
に
主
体
性
を
確

こ
れ
ま
で
の
三
家
と
の
関
係
を
清
算
し
た
う
え
で
、
主
従
制
を
基
礎
に
、
弥
が
上
に
も
本
家
の
絶
対
権
を
確

立
し
よ
う
と
し
た
。
光
茂
代
替
り
に
際
し
て
の
「
起
請
文
」
・
「
誓
詞
」
の
徴
収
は
、
こ
う
し
た
両
者
の
政
治
関
係
に
決
着
を
つ
け
、
三
家

の
主
体
性
を
軽
視
し
た
う
え
で
、
本
家
の
絶
対
権
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
当
然
本
・
支
藩
の
軋
礫
・
対
抗

が
発
生
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

―
一
家
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、

つ
い
で
同
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態

（⇒ 

こ
う
し
た
本
・
支
藩
の
矛
盾
・
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
延
宝
五
年
、
小
城
二
代
藩
主
直
能
が
飛
騨
守
か
ら
加
賀
守
に
改
称
し
た
こ
と
に

(44) 

つ
い
て
、
本
藩
か
ら
咎
め
を
う
け
、
つ
い
で
翌
六
年
、
蓮
池
二
代
藩
主
直
之
が
、
八
朔
の
祝
儀
と
し
て
将
軍
家
綱
に
太
刀
を
献
上
し
た
一

(45) 

件
に
つ
い
て
、
再
び
本
藩
か
ら
咎
め
を
う
け
た
。
こ
う
し
た
本
藩
の
支
藩
に
対
す
る
相
つ
ぐ
干
渉
に
対
し
て
、
遂
に
支
藩
は
立
ち
上
が

り
、
ま
ず
直
能
が
直
之
に
同
情
し
て
、
鹿
島
二
代
藩
主
直
条
に
協
力
を
求
め
、
さ
ら
に
直
条
の
父
直
朝
お
よ
び
直
能
の
嫡
子
元
武
が
加
わ

っ
て
、
連
名
に
て
本
藩
に
抗
議
す
る
に
至
っ
た
。
集
団
訴
訟
を
悪
事
の
根
元
と
し
、
法
度
の
趣
旨
を
守
っ
て
、
下
々
ま
で
厳
し
く
申
し
渡

す
と
誓
約
し
た
「
誓
詞
」
は
、
反
古
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

直
朝
と
直
能
は
相
談
の
う
え
、

延

宝

七

年

正

月

、

神

代

直

長

・

鍋

島

認

直

党

を

通

じ

て

、

請

役

家

老

の

多

久

茂

矩

・

鍋

島

疇

茂

紀

に

「
口
上
書
」
を
提
出
し
た
。
狙
い
は
「
万
事
か
さ
を
し
二
候
儀
、
御
家
之
為
悪
事
根
源
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
要
す
る
に
、
三
支
藩

は
本
藩
の
干
渉
を
「
か
さ
お
し
」
（
押
し
つ
け
）
と
意
識
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
佐
賀
藩
の
「
悪
事
根
源
」
と
極
め
つ
け
た
の
で
あ
る
。

(

4

7

)

{

逹

こ
の
「
口
上
書
」
の
あ
と
、
三
支
渚
は
「
三
家
汐
申
上
条
々
」
と
い
う
ニ
―
ヵ
条
の
長
文
の
抗
議
文
を
提
出
し
た
力
内
容
は
先
例
を

無
視
し
た
本
藩
の
行
為
、
支
藩
に
対
す
る
子
細
な
干
渉
に
抗
議
の
大
半
が
集
中
し
て
い
が
6

注
目
す
べ
ぎ
も
と
は
、
抗
議
の
対
象
が
専
ら

綱
茂
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
感
情
問
題
の
も
つ
れ
か
ら
、
綱
茂
に
対
す
る
人
身
攻
撃
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(50)

（

51) 

こ
れ
よ
り
先
、
直
能
は
延
宝
六
年
は
じ
め
て
小
城
の
桜
岡
屋
敷
に
入
り
、
翌
七
年
致
仕
し
た
が
、
小
城
三
代
藩
主
元
武
は
、
小
城
藩
家

(52) 

臣
団
の
在
郷
—
小
城
移
住
に
対
応
し
て
、
翌
八
年
、
桜
岡
近
辺
の
屋
敷
割
り
を
実
施
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
「
直
能
公
御
年

(53) 

譜
」
は
延
宝
八
年
の
条
で
、
「
小
城
御
家
中
も
漸
々
佐
嘉
屋
敷
を
売
払
い
、
小
城
之
様
二
引
取
候
者
多
し
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
翌

年
（
延
宝
九
年
）
、
元
武
は
、
鹿
島
二
代
藩
主
直
条
お
よ
び
諌
早
茂
元
・
鍋
島
畔
直
朗
と
四
者
連
名
に
て
、
例
の
「
在
佐
賀
」
誓
詞
を
提
出

(54) 

し
て
い
る
の
は
皮
肉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
蓮
池
家
中
も
、
延
宝
年
閻
よ
り
蓮
池
に
移
住
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、

住
し
た
鹿
島
家
中
を
含
め
て
、
本
藩
と
の
対
立
・
抗
争
の
な
か
で
、

一
部
の
家
中
を
残
し
て
、

こ
こ
に
三
支
藩
の
家
臣
団
は
、
成
立
当
初
よ
り
鹿
島
に
居

こ
と
ご
と
く
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
に
移
住
す
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る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
支
藩
主
・
又
家
中
の
在
郷
に
つ
い
て
、
『
葉
隠
』
は
、
本
藩
の
新
参
家
臣
に
対
す
る
登
用
（
岡
部
宮
内
や
相
良
求

(56)

（

57) 

馬
ら
を
指
す
）
と
支
藩
に
対
す
る
差
別
待
遇
に
憤
慨
し
て
の
抵
抗
運
動
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
。
そ
の
後
、
光
茂
と
直
能
・
直
朝
と
の
間

琺）、

に
対
談
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
力
内
容
は
本
・
支
藩
の
軋
礫
を
調
停
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(59) 

こ
う
し
て
、
天
和
三
年
二
月
、
光
茂
の
も
と
で
「
三
家
格
式
」
が
作
成
さ
れ
た
。
本
・
支
藩
の
対
立
・
抗
争
に
最
終
的
な
決
着
が
つ
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
三
家
格
式
」
に
よ
れ
ば
、

(
1
)本
藩
に
提
出
し
た
「
誓
詞
」
の
遵
守
、

(
2
)出
陣
•
長
崎
警
備
の
命
令
服
従
、

(
3
)
他
家
と
の
縁
組
み
禁
止
、

(
4
)
本
藩
が
公
布
す
る
掟
・
法
度
（
藩
法
）
の
遵
守
、

(
5
)
支
藩
領
内
に
お
け
る
制
札
の
勝
手
建
立
の
禁

止、

(
6
)
支
藩
領
内
に
新
儀
あ
る
と
き
の
相
談
、

(
7
)
支
藩
の
家
来
で
在
佐
賀
の
者
の
礼
法
尊
重
、

(
8
)
他
方
者
を
召
抱
え
る
場
合
の
届

出、

(
9
)
支
藩
の
家
老
な
ら
び
に
由
緒
あ
る
家
来
で
、
本
藩
が
承
知
し
て
い
る
者
に
切
腹
を
命
じ
た
場
合
の
届
出
等
は
、
「
国
家
之
掟
」

で
あ
る
か
ら
、
支
藩
と
い
え
ど
も
相
違
な
く
遵
守
す
る
よ
う
命
じ
、
ほ
か
に

(18)
隠
居
・
家
督
、

(19)
官
位
、

(20)
参
勤
・
帰
国
に
つ
い

て
は
、
本
藩
よ
り
幕
府
に
伺
い
を
立
て
る
か
ら
承
知
す
る
よ
う
申
し
渡
し
て
い
る
。
以
上
に
対
し
て
、
支
藩
が
許
可
さ
れ
た
も
の
は
、

(10)

隠
居
の
御
礼
、

(11)
官
位
の
御
礼
、

(12)
着
府
の
案
内
・
使
者
の
こ
と
、

(13)
公
儀
に
お
け
る
祝
儀
の
際
の
勤
め
、

(14)
屋
敷
願
い
、

(15)
公
儀
の
命
令
に
よ
る
家
臣
差
出
、

(16)
節
供
勤
め
、

(17)
公
儀
に
差
出
す
使
者
な
ら
び
に
献
上
物
等
に
留
ま
っ
た
。

光
茂
は
「
三
家
格
式
」
の
公
布
に
際
し
、
「
兎
角
互
二
家
連
続
之
所
を
本
意
二
存
、
真
実
於
有
之
者
、
万
事
者
其
内
二
而
相
調
儀
与
存

(60) 

候
」
と
諭
す
と
と
も
に
、
「
右
之
旨
、
銘
々
家
中
下
々
迄
馴
無
相
違
様
、
代
々
堅
可
被
申
伝
候
」
と
厳
命
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
家
は
、

(61) 

五
者
連
名
（
直
朝
・
直
能
・
直
之
・
直
条
・
元
武
）
に
て
、
「
右
書
付
之
趣
、
委
細
奉
得
其
意
候
、
卿
相
違
不
仕
様
、
代
々
可
申
伝
候
」
と
し

て
、
「
三
家
格
式
」
を
全
面
的
に
受
諾
し
た
。
三
支
藩
は
敗
北
し
、
完
全
に
本
藩
の
統
制
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
成
が
政

策
基
調
と
し
た
身
分
制
秩
序
の
確
立
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
れ
を
契
機
に
光
茂
は
、
貞
享
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
、
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
の

精
神
へ
の
復
帰
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
法
の
改
訂
・
整
備
を
通
じ
て
、
蔵
入
地
に
対
す
る
管
理
体
制
を
強
化
す
る
一
方
、
地
方
行
政
機
構
を

整
備
し
、
専
任
の
奉
行
と
職
制
を
設
け
て
、
階
層
的
な
行
政
系
統
を
整
序
化
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

成
高
）
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

て
い
る
。

裔） 制
限
付
で
は
あ
れ
、
三
家
を
は
じ
め
と
す
る
家
中
・
又
家
中
の
在
郷
を
認
め
た
う
え
で
の
、
法
と
秩
序
に
よ
る
統
制
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
主
と
し
て
配
分
地
を
対
象
と
す
る
郡
代
法
令
が
、
元
禄
五
年
に
至
っ
て
、
よ
り
詳
細
か
つ
広
汎
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示

さ
て
、
光
茂
の
い
ま
―
つ
の
政
策
基
調
で
あ
る
家
臣
団
組
織
の
整
備
と
身
分
格
制
の
重
視
は
、

か
、
次
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ど
の
よ
う
に
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

光
茂
は
「
三
家
格
式
」
を
制
定
し
た
翌
貞
享
元
年
、
神
代
直
長
の
致
仕
を
契
機
に
、
川
久
保
神
代
家
は
次
男
の
吉
茂
（
の
ち
の
本
藩
五
代

(62) 

藩
主
）
に
相
続
せ
し
め
、
直
長
の
子
茂
真
に
は
、
関
氏
の
旧
知
行
を
与
え
る
と
と
も
に
、
新
た
に
加
増
し
て
一
家
を
創
設
し
た
。
こ
れ
が

(63) 

村
田
鍋
島
家
で
あ
り
、
鳥
栖
村
田
家
と
も
称
し
た
。
貞
享
四
年
の
加
増
分
を
入
れ
て
知
行
高
六
、

0
0
0
石
（
物
成
高
二
、
四
0
0
名
）
。
も

と
も
と
直
長
は
少
弐
氏
（
資
宗
）
の
後
裔
関
家
を
相
続
し
、
の
ち
明
暦
元
年
、
川
久
保
神
代
家
の
養
子
と
な
り
、
関
・
神
代
両
家
の
知
行

(64) 

を
合
わ
せ
も
ち
、
家
格
の
う
え
で
は
三
家
・
白
石
鍋
島
家
に
つ
い
だ
が
、
こ
こ
に
改
め
て
関
家
の
旧
知
行
が
復
活
さ
れ
、
そ
れ
を
直
長
の

子
茂
真
が
相
続
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
神
代
家
は
、
川
久
保
神
代
・
村
田
鍋
島
二
家
に
拡
大
し
た
が
、
こ
れ
に
白
石
鍋
島
家
と
同
家
の
直
弘
の
次
男
政
辰
が
養
子
と
な

(65) 

っ
た
竜
造
寺
氏
の
本
家
格
で
あ
る
久
保
田
村
田
家
を
加
え
て
、
三
家
を
除
く
鍋
島
一
門
の
「
親
類
」
は
四
家
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

光
茂
の
鍋
島
一
門
の
重
視
は
、
「
親
類
」
層
の
強
化
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
が
、
形
式
的
に
、
こ
れ
ら
の
「
親
類
」
層
は
、
少
弐
氏
（
そ
の
後

・
竜
造
寺
氏
（
そ
の
本
家
格
）
・
鍋
島
氏
（
二
家
）
と
い
う
構
成
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
光
茂
の
身
分
家
格
重
視
の
思
想
が
現
わ
れ

(66) 

つ
い
で
光
茂
は
、
致
仕
の
年
の
元
禄
八
年
に
「
着
到
着
」
を
作
成
し
た
が
、
第
五
表
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
の
「
着
到

帳
」
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
石
高
よ
り
も
身
分
格
制
を
重
視
す
る
と
い
う
寛
永
十
九
年
以
来
の
記
載
方
式
が
変
更
さ
れ
、
知
行
高
（
物

し
て
い
る
。
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第 5表 上級家臣団の構成（元禄8年）

番号 氏 名 知行高 物成高

石斗升 石斗

1 （小城）鍋島紀伊守（元武） 73,252.5 29,301 

2 （蓮池）鍋島摂津守（直之） 52,625 21,050 

3 （諫早）諌早豊 前 （茂晴） 26,200 5 10,480 

4 （多久）多久伊 豆 （茂文） 21,734 5 8,693.8 

5 （武雄）鍋島十左衛門（茂紀） 21,600 8,640 

6 （白石）鍋島大 和 （直発） 20,276 05 8,110.6 

7 （鹿島）鍋島備前守（直条） 20,000 8,000 

8 （久保田）村田宮 内 （政辰） 10,770 4,308 ， （川久保）神代弾 正 （直利） 10,000 4,000 

10 （須古）鍋島市兵衛（茂清） 8,250 3,300 

11 （横岳）鍋島掃 部 （茂清） 7,500 3,000 

12 （神代） 鍋島弥平左衛門 （茂樹） 6,262 5 2,500 

13 （深堀）鍋島官左衛門（茂春） 6,000 2,400 

14 （鳥栖）鍋島左 京 （茂真） 6,000 2,400 

15 （倉町）鍋島靱 負 （茂敬．） 5,075 2,030 

16 （姉川）鍋島図 書 （清長） 5,051.25 2,020.5 

17 （太田）太田正左衛門（貞長） 4,250 1,700 

18 （納富）鍋島九左衛門（正章） 2,700 1,080 

19 （生野）生野市之佑（孝興） 2,666.66 800 

20 （成富）成富左兵衛（種弘） 2,550 1,020 

21 （山代）鍋島十太夫（契） 2,250 900 

22 （有田）有田主 計（広） 2,200 800 

23 （中野）中野数 馬 （利明） 2,000 800 

24 （伊万里）鍋島伝兵衛（教令） 1,782.5 713 

25 （岡部）岡部権之助（利長） 1,666.66 500 

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

（註） 「元禄8年乙亥分限着到」によって作成。知行高は4ッ成表示。但し，生野 (19).岡部

(25)の2家は 3ッ成表示。（ ）内は筆者が追記したもの。

元
禄
八
年
の
「
着
到
帳
」

で
は
、
小
城
鍋
島
・
蓮

池
鍋
島
・
諌
早
・
多
久

・
武
雄
鍋
島
・
白
石
鍋

島
・
鹿
島
鍋
島
・
久
保

い
た
が
（
第
三
表
参
照
）
、

門
）
家
の
順
と
な
っ
て

位
—
1
0
位
1
1

竜
造
寺

ー
五
位
1
1
鍋
島
一
門
・
六

例
え
ば
、
勝
茂
晩
年

に
関
係
な
く
、

鍋
島
・
蓮
池
鍋
島
・
白

石
鍋
島
・
鹿
島
鍋
島
・

川
久
保
神
代
・
諌
早
・

武
雄
鍋
島
・
多
久
・
久

保
田
村
田
・
須
古
鍋
島

（
以
上
上
位
一
〇
氏
、
一
位

の
明
暦
二
年
の
「
着
到

帳
」
で
は
石
高
の
順
位
小
城
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

り
、
以
下
、
有
田
・
中
野
・
伊
万
里
鍋
島
家
（
第
ニ
―
位
ー
ニ
四
位
）
と
つ
づ
い
て
、

田
村
田
・
川
久
保
神
代
・
須
古
鍋
島
家
と
い
う
よ
う
に
石
高
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
違
い
は
、
白
石
・
鹿
島
の
鍋
島
両
家
と
諌

早
・
多
久
・
武
雄
鍋
島
の
竜
造
寺
三
家
が
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と
と
、
川
久
保
神
代
家
が
関
氏
の
旧
知
行
を
分
知
し
た
た
め
、
石
高
順
か
ら

い
え
ば
七
位
か
ら
九
位
に
後
退
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
一
―
位
以
下
（
「
家
老
」
・
「
着
座
」
以
下
）
は
、
従
来
と
も
石
高
順
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
、
元
禄
八
年
の
「
着
到
帳
」
も
変
わ
り

は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
順
位
に
若
干
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
―
位
の
横
岳
鍋
島
家
に
は
変
化
は
な
い
が
、
神
代
鍋
島
家
が
加
増
の

た
め
、
深
堀
鍋
島
家
と
の
間
に
地
位
が
逆
転
し
、
新
た
に
（
鳥
栖
）
村
田
鍋
島
家
が
一
四
位
に
確
定
す
る
。
つ
い
で
倉
町
鍋
島
•
姉
川
鍋

(67) 

島
・
太
田
家
（
第
一
五
位
ー
一
七
位
）
の
順
と
な
る
が
、
太
田
家
の
減
禄
は
万
治
二
年
の
分
知
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
八
位
の
納
富
鍋

(68) 

島
家
の
地
位
は
変
わ
り
な
く
、
こ
こ
で
、
明
暦
当
時
知
行
一
五

0
石
で
あ
っ
た
生
野
家
が
、
光
茂
に
重
用
さ
れ
て
加
増
さ
れ
、
第
一
九
位

（
知
行
二
、
六
六
六
石
六
斗
六
升
）
に
進
出
す
る
、
異
例
の
昇
進
で
あ
る
。
つ
い
で
一
時
後
退
し
た
成
富
家
が
加
増
さ
れ
て
第
二

0
位
と
な

勝
茂
の
親
規
取
立
家
臣
岡
部
家
が
第
二
五
位
を
占
め

る
（
以
下
省
略
）
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
新
た
に
採
用
さ
れ
た
石
高
順
の
記
載
方
式
は
、
鍋
島
・
竜
造
寺
一
門
な
ど
上
位
一
〇
氏
に
限
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
解
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
記
載
方
式
を
採
用
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
着
到
帳
」
に
み
ら
れ
た
身
分
格
制
に
よ
る

家
格
序
列
と
石
高
順
に
よ
る
階
層
秩
序
の
矛
盾
を
止
揚
し
な
が
ら
、
全
家
臣
団
を
石
高
順
に
記
載
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
階
層

秩
序
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
光
茂
の
姿
勢
の
現
わ
れ
と
み
ら
れ
よ
う
。

(69) 

と
同
時
に
光
茂
は
、
同
じ
元
禄
八
年
に
詳
細
な
「
組
着
到
」
を
作
成
・
完
成
し
た
。
「
組
着
到
」
と
は
、
「
着
到
帳
」
が
家
臣
団
の
分
限

(70) 

帳
を
指
す
の
に
対
し
、
家
臣
団
構
成
の
中
核
を
な
す
諸
組
の
構
成
を
示
す
分
限
帳
の
こ
と
を
い
う
。

本
来
、
鍋
島
氏
は
、
竜
造
寺
氏
が
個
別
領
主
の
把
握
と
地
域
別
の
把
握
に
よ
る
二
重
の
衆
構
成
を
通
じ
て
家
臣
団
を
編
成
し
て
い
っ
た

の
に
対
し
、
ま
ず
朝
鮮
陣
立
に
お
い
て
、
新
た
に
組
別
編
成
の
方
式
を
追
加
・
採
用
す
る
と
と
も
に
、
衆
構
成
を
と
る
外
様
集
団
に
は
、
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鍋
島
一
門
を
組
頭
に
配
し
、
か
れ
ら
に
対
す
る
指
揮
命
令
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鍋
島
氏
に
よ
る
直
属
家
臣
団
編
成
の
方
向
を
打

(71) 

ち
出
し
た
。
こ
う
し
た
組
別
編
成
の
方
式
は
、
鍋
島
佐
賀
藩
成
立
以
降
強
力
に
推
進
さ
れ
、
元
和
七
年
に
は
、
詳
細
な
軍
役
規
定
を
制
定

(73) 

一
方
、
軍
制
改
革
を
断
行
し
て
諸
組
の
改
正
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
際
、
竜
造
寺
四
家
は
大
組
頭
の
兼
担
が
解
か
れ
、
鍋
島
一
門
の

(72) 
す
る「
親
類
」
と
と
も
に
、
本
藩
家
臣
団
と
別
個
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
限
に
応
じ
て
、
自
己
の
家
臣
（
陪
臣
）
団
を
も
っ
て
独
自
に
組
を
編
成

す
る
こ
と
に
な
っ
臼
。
こ
こ
に
、
「
親
類
」
以
外
の
鍋
島
一
門
を
含
む
直
属
家
臣
団
と
又
家
中
（
陪
臣
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
与
」

(75) 

（
組
）
と
、
竜
造
寺
・
鍋
島
一
門
の
「
親
類
」
と
又
家
中
（
陪
臣
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
備
」
に
分
化
し
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
軍
事
力

構
成
の
基
本
パ
タ
ー
ン
が
確
立
し
た
。

(76) 

そ
の
後
、
寛
永
五
年
に
再
び
軍
役
規
定
が
制
定
さ
れ
、
軍
役
賦
課
の
基
準
が
物
成
高
よ
り
知
行
高
に
変
化
し
た
が
、
佐
賀
藩
の
軍
役
体

(77)

（

78) 

系
は
、
島
原
の
乱
後
の
寛
永
十
六
年
さ
ら
に
整
備
さ
れ
、
同
十
八
年
の
改
訂
を
へ
て
、
勝
茂
晩
年
の
「
鳥
ノ
子
御
帳
」
に
改
訂
・
収
録
さ

れ
紅
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
本
藩
の
直
属
家
臣
団
と
又
家
中
を
対
象
と
し
た
諸
組
は
、
統
廃
合
の
経
過
を
へ
て
、
島
原
の
乱
後
改
正
が
お

(80) 

こ
な
わ
れ
、
勝
茂
の
晩
年
に
は
、
小
馬
廻
と
称
さ
れ
る
四
組
の
馬
廻
と
先
手
一
一
組
を
含
む
八
組
の
大
組
、
そ
れ
に
三
組
か
ら
な
る
留
守
居

組
の
三
組
織
に
編
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
佐
賀
藩
一
五
組
（
御
側
四
組
・
先
手
二
組
・
警
固
六
組
・
留
守
居
三
組
）

(82) 

で
あ
る
。

こ
う
し
た
諸
組
の
成
立
・
統
廃
合
・
整
備
に
対
応
し
て
作
成
さ
れ
た
の
が
「
組
着
到
」
で
あ
る
。
勝
茂
時
代
に
作
成
さ
れ
た
「
組
着

到
」
は
、
「
勝
茂
公
御
代
与
着
到
」
（
四
冊
）
お
よ
び
「
泰
盛
院
様
御
代
組
着
到
」
（
五
冊
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
元
和
九
年

(85) 

の
「
鍋
島
右
馬
助
与
私
」
を
は
じ
め
、
鍋
島
主
水
組
（
横
岳
鍋
島
）
に
関
す
る
「
組
着
到
」
が
四
冊
現
存
し
て
い
る
。

右
の
「
組
着
到
」
に
み
ら
れ
る
「
与
私
」
の
「
私
」
と
は
、
諸
組
を
構
成
す
る
直
属
家
臣
団
の
又
家
中
を
意
味
し
、
佐
賀
藩
に
お
け
る

諸
組
は
、
こ
の
両
者
を
基
本
的
構
成
要
員
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
直
属
家
臣
団
は
、
知
行
取
で
あ
る
侍
と
藩
か
ら
切

(86) 

米
支
給
を
う
け
る
手
明
鑓
・
陸
小
姓
・
弓
鉄
砲
昇
之
者
・
長
柄
鑓
・
小
道
具
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
に
配
属
さ
れ
た
。

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

つ

の
成
立
が
こ
れ
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態

□

こ
う
し
た
光
茂
の
鍋
島
一
門
の
強
化
と
身
分
制
秩
序
確
立
の
方
向
は
、

(91) 

次
の
四
代
藩
主
綱
茂
（
元
禄
八
年
十
一
月
襲
封
）
に
よ
っ
て
、

ま
り
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
諸
組
は
、
基
本
的
に
侍
と
そ
の
陪
臣
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
と
は
別
に
藩
か
ら
切
米
支
給
を
う
け

る
手
明
鎚
以
下
の
直
属
家
臣
団
が
配
属
さ
れ
、
鉄
砲
・
弓
・
長
柄
鑓
．
昇
が
分
与
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
役
を
負
担
し
て
い
た
の
で
あ

(87) 
り
、
そ
こ
に
佐
賀
藩
に
お
け
る
諸
組
の
構
成
的
特
質
と
軍
事
力
の
強
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
組
着
到
」
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
諸
組
の
構
成
と
軍
事
力
の
在
り
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
勝
茂
時
代
に
、
そ
の
基
本
形
態
が
出

(88) 

来
上
っ
た
が
、
光
茂
は
そ
の
晩
年
、
「
着
到
帳
」
と
同
時
に
「
組
着
到
」
を
作
成
し
、
家
臣
団
の
組
織
を
い
っ
そ
う
整
備
し
た
の
で
あ
る
。

勝
茂
時
代
の
「
組
着
到
」
と
光
茂
時
代
の
そ
れ
と
の
違
い
は
、
前
者
が
諸
組
に
対
し
、
藩
か
ら
別
に
配
属
さ
れ
る
直
属
家
臣
団
が
、
手
明

錮
以
下
戦
闘
集
団
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
は
諸
職
人
・
大
工
・
鍛
冶
・
鷹
師
な
ど
の
非
戦
闘
集
団
が
同
時
に
配
属

(89) 

さ
れ
る
「
与
私
」
が
出
現
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
臨
戦
体
制
を
中
心
と
す
る
組
構
成
1
1
家
臣
団
編
成
か
ら
、
平
和
時
の
組

構
成
1
1
家
臣
団
編
成
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
非
戦
闘
集
団
が
諸
組
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佐
賀
藩
に
お
け
る
家

(90) 

臣
団
の
組
織
は
、
い
っ
そ
う
強
力
か
つ
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
襲
封
間
も
な
い
万
治
元
年
、
「
御
代
始
条
目
」
を
制
定
し
、
文
治
主
義
政
治
を
政
策
の
基
調
と
し
た
光
茂
は
、

に
お
い
て
、
家
臣
団
の
世
禄
制
を
確
立
し
、
殉
死
を
禁
止
し
て
、
文
治
主
義
政
策
を
推
進
す
る
一
方
、
請
役
家
老
の
管
理
体
制
を
強
化
し

な
が
ら
、
蔵
入
地
の
集
中
・
増
加
と
蔵
入
算
用
の
改
正
を
お
こ
な
い
、
そ
の
中
期
1
1
寛
文
末
年
か
ら
天
和
期
に
か
け
て
、
家
臣
団
に
対
す

る
統
制
を
強
化
し
な
が
ら
、
万
治
二
年
の
着
座
の
座
位
決
定
に
つ
づ
い
て
、
天
和
三
年
に
は
「
三
家
格
式
」
を
制
定
し
、
三
家
（
三
支
藩
）

以
下
着
座
に
至
る
身
分
制
秩
序
を
確
立
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
晩
年
1
1
貞
享
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
、
法
の
改
訂
・
整
備
を
通
じ
て
、
地
方

行
政
機
構
を
整
備
し
、
専
任
の
奉
行
と
職
制
を
設
け
て
、
階
層
的
な
行
政
系
統
を
整
序
化
す
る
一
方
、
鍋
島
一
門
の
「
親
類
」
層
を
強
化

し

な

が

ら

、

「

着

到

帳

」

・

「

組

着

到

」

の

作

成

を

通

じ

て

、

諸

組

を

中

心

に

家

臣

団

の

組

織

を

整

備

し
た
。

新
た
な
階
層
秩
序
の
確
立
の
も
と
、

し‘

そ
の
初
政
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「
光
茂
公
譜
考
補
」
一
、
「
蓮
池
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
一
四
巻
所
収
）

（
『
同
』
一
五
巻
所
収
）
一
七
号
鍋
島
光
茂
代
始
条
目
写
。

(
2
)
（3
)
「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」
一
。

(
4
)
支
藩
藩
主
（
小
城
藩
1
1
鍋
島
直
能
・
蓮
池
藩
1
1
鍋
島
直
澄
・
鹿
島
藩
主
1
1
鍋
島
直
朝
）
の
提
出
し
た
起
請
文
の
内
容
は
、
鍋
島
師
直
弘
・
神
代
直

長
の
そ
れ
と
微
妙
な
違
い
を
み
せ
て
い
る
（
第
四
節
第
二
項
参
照
）
。

(
5
)

「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」
一
。

(
6
)
加
藤
章
「
竜
造
寺
体
制
の
展
開
と
知
行
構
造
の
変
質
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
六
号
）
、
藤
野
保
編
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第

二
章
第
三
節
第
一
項
参
照
。

(
7
)
同
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
前
緬
第
二
章
第
一
節
参
照
。

(
8
)
註

(
6
)
参
照
。

(
9
)
（1
0
)藤
野
保
「
成
立
期
佐
賀
藩
の
歴
史
的
特
質
」
（
芳
賀
幸
四
郎
先
生
古
稀
記
念
『
日
本
社
会
史
研
究
』
所
収
）
•
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』

本
緬
第
一
章
第
一
節
参
照
。

「
白
石
鍋
島
家
文
書
」
二
九
号
鍋
島
直
氏
雙
起
請
文
前
書
案
。

(11) 

【
註
】
(
1
)
 

っ
そ
う
強
化
さ
れ
、
制
度
的
に
確
立
・
定
着
し
た
。
す
な
わ
ち
、
綱
茂
は
元
禄
十
二
年
、
こ
れ
ま
で
親
類
と
し
て
扱
っ
て
き
た
鍋
島
一
門

・
竜
造
寺
四
家
に
身
分
秩
序
を
導
入
し
、
白
石
鍋
島
・
川
久
保
神
代
・
久
保
田
村
田
（
竜
造
寺
氏
の
本
家
格
）
・
村
田
鍋
島
の
四
家
1
1
「
親

(92) 

類
」
の
下
に
、
新
た
に
武
雄
鍋
島
・
多
久
・
諌
早
・
須
古
鍋
島
の
竜
造
寺
四
家
を
「
親
類
同
格
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
佐
賀
藩
の
支
配
体
制
で
あ
り
身
分
格
制
で
あ
る
と
こ
ろ
の
三
家
・
親
類
・
親
類
同
格
・
家
老
・
着
座
と
い
う
基
本
パ
タ
ー
ン

が
確
立
・
定
着
し
た
。
「
三
家
格
式
」
の
制
定
に
よ
っ
て
、
家
臣
団
の
階
層
秩
序
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
三
支
藩
は
、
こ
う
し
た
佐

賀
藩
の
支
配
体
制
・
身
分
格
制
の
な
か
に
完
全
に
包
摂
さ
れ
る
と
同
時
に
、
請
役
家
老
を
担
当
す
る
竜
造
寺
四
家
は
、

位
置
づ
け
ら
れ
て
藩
政
を
運
営
・
執
行
し
た
。
そ
の
後
の
佐
賀
藩
政
は
こ
れ
る
基
軸
に
展
開
す
る
。

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
口

二
七
号
鍋
島
光
茂
代
始
条
目
、
「
白
石
鍋
島
家
文
書
」

「
親
類
同
格
」
に
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔

(12)
神
代
直
長
は
貞
享
元
年
五
月
に
隠
居
し
て
い
る
（
「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
）
。

(13)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
（
新
訂
）
一
三
ー
八
二
三
。

(14)

「
白
石
鍋
島
家
文
書
」
一
1

一
六
号
佐
賀
藩
親
類
並
二
着
座
以
上
連
署
誓
紙
写
。

(
1
5
)「
白
石
鍋
島
家
文
書
」
四
五
号
鍋
島
氏
一1一
家
親
類
家
老
等
連
署
誓
詞
案
•
四
六
号
鍋
島
氏
親
類
並
二
着
座
以
上
連
署
誓
詞
案
、
但
し
、
起
請
文
が

全
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

(16)

「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」
1

1

。

(
1
7
)藤
野
保
「
佐
賀
藩
に
お
け
る
一1
一
支
藩
の
成
立
過
程
」
（
一
・
ニ
）
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
五
・
ニ
六
号
）
•
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』

本
編
第
一
章
第
二
節
参
照
。

(18)
藤
野
保
「
竜
造
寺
領
国
の
形
成
過
程
と
国
人
領
主
の
動
向
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
ニ
号
）
参
照
。

(19)
佐
賀
藩
で
は
「
御
親
類
同
格
」
以
上
（
三
家
以
下
―
一
家
、
村
田
鍋
島
・
須
古
鍋
島
家
以
外
は
、
す
べ
て
万
石
以
上
）
の
知
行
地
を
「
大
配
分
」
、

そ
れ
以
下
を
「
小
配
分
」
と
称
し
た
が
、
「
家
老
」
級
で
「
大
配
分
」
に
準
ず
る
も
の
を
「
大
配
分
格
」
と
称
し
た
（
『
明
治
廿
七
年
談
話
筆
記
』
）
。

(20)

「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
。

(21)

「
多
久
家
二
有
之
候
御
書
物
写
」
。

(22)

「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
―
1

1

一
巻
所
収
）
八

0
六
号
多
久
安
順
外
一
1

一
名
連
署
定
書
。

(23)

「
諸
法
度
井
定
置
条
々
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
。

(24)

「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
―
二
巻
所
収
）
四
三
二
号
鍋
島
勝
茂
書
状
、
『
有
田
家
文
書
」
（
『
同
』
一
四
巻
所
収
）
二
四
号
鍋
島

勝
茂
覚
書
。

(
2
5
)池
田
史
郎
「
佐
賀
城
と
佐
賀
城
下
町
の
成
立
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
五
号
）
•
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
一
章
第
三
節
参

照。

(26)

「
勝
茂
公
譜
考
補
」
三
乾
、
「
安
順
年
譜
」
下
（
「
水
江
事
略
」
七
所
収
）
、
「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
）
。

(27)

「
泰
盛
院
様
御
代
御
書
物
書
抜
」
。
な
お
「
多
久
家
文
書
」
の
寛
永
六
年
と
推
定
さ
れ
る
「
鍋
島
勝
茂
覚
書
」
に
、
「
親
類
御
家
中
在
郷
差
免
侯

（
以
下
略
）
」
と
あ
り
、
知
行
五

0
0
石
以
下
の
給
人
の
在
郷
許
可
と
同
時
に
、
鍋
島
・
竜
造
寺
一
門
等
、
上
層
の
「
親
類
」
・
家
中
に
も
在
郷
を

認
め
て
い
る
（
『
佐
賀
県
史
料
料
集
成
』
八
巻
二
六
五
号
）
。

(28)

「
泰
盛
院
様
御
代
御
書
物
書
抜
」
。
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(29)

（30)

「
白
石
鍋
島
家
文
書
」
五
号
又
家
中
在
佐
賀
覚
書
。

(31)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
三
章
第
二
節
第
四
項
参
照
。

(32)

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
五
巻
。

(33)

「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」
二
。

(34)
万
治
二
年
・
寛
文
十
一
年
・
延
宝
九
年
・
貞
享
四
年
・
元
禄
八
年
に
提
出
さ
れ
て
い
る
（
註

(33)
と
同
じ
）
。

(35)

「
白
石
鍋
島
家
文
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
」
一
五
巻
所
収
）
四
五
号
鍋
島
氏
三
家
親
類
家
老
等
連
署
誓
詞
案
。

(36)

「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」
―
―
。

(37)

「
乗
輪
院
様
御
壁
書
其
外
」
。

(38)
ー
(40)
註

(17)
参
照
。

(41)

「
御
国
惣
万
帳
」
・
「
泰
盛
院
様
御
印
帳
」
。

(42)
（43)
鍋
島
直
能
以
下
「
再
拝
M

M

敬
白
起
請
文
前
書
之
事
」
第
一
条
。

(44)
藩
祖
直
茂
と
同
一
の
称
号
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
（
註

(17)
参
照
）
。

(45)
註

(17)
参
照
。

(46)

「
直
能
公
御
年
譜
」
六
゜

(47)

「
直
能
公
御
年
譜
」
六
。
な
お
、
本
・
支
藩
の
対
立
と
、
こ
れ
に
対
す
る
本
藩
の
支
藩
統
制
（
「
三
家
格
式
」
の
制
定
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
（
本
編
第
一
章
第
一
1

一
節
）
に
お
い
て
詳
述
し
た
が
、
こ
れ
は
光
茂
の
重
要
政
策
の
―
つ
な
の
で
、
必
要
限
度
叙
述
す
る

に
留
め
た
。

(48)
（49)
註

(47)
の
文
献
の
ほ
か
、
『
佐
賀
県
史
』
中
巻
一
七
ニ
ー
七
四
頁
。
『
佐
賀
市
史
』
第
二
巻
一
五
四
ー
五
六
頁
。
『
小
城
町
史
』
二
七
―
|

七
三
頁
参
照
。

(50)

『
小
城
町
史
』
ニ
―

0
頁

(51)

「
直
能
公
御
年
譜
」
六
、
『
小
城
町
史
』
ニ
―
七
ー
一
八
頁
。

(
5
2
)
(
5
3
)

「
直
能
公
御
年
譜
」
七
゜

(54)

「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」
二
。

(55)

『
明
治
二
十
七
年
談
話
筆
記
』
。

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔
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佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔

(56)

『
葉
隠
』
聞
書
第
五
五
八

0
条。

(57)

『
葉
隠
』
聞
書
第
五
五
八

0
条。

(58)
延
宝
八
年
悶
八
月
、
光
茂
は
直
能
と
直
朝
を
佐
賀
城
に
よ
び
対
談
し
た
が
、
翌
九
年
八
月
に
は
、
小
城
の
桜
岡
屋
敷
を
訪
問
し
、
そ
こ
で
再
び
直

能
と
対
談
し
て
い
る
（
「
直
能
公
御
年
譜
」
七
）
。

(59)ー

(61)

「
三
家
格
式
大
概
等
」
（
「
白
石
鍋
島
家
文
書
」
三
五
号
）
、
「
蓮
池
鍋
島
家
文
書
」
三

0
号
鍋
島
光
茂
覚
書
写
、
「
光
茂
公
譜
考
補
」
二
、

「
直
能
公
御
年
譜
」
八
、
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
緬
第
一
章
第
三
節
第
三
項
参
照
。

(62)

「
神
代
家
系
図
」
・
「
鍋
島
内
記
家
系
図
」
（
「
御
親
類
系
図
」
所
収
）
、
『
葉
隠
』
聞
書
第
六
七
一
五
条
。

(63)

「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
。

(64)

「
神
代
家
系
図
」
、
「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
。

(65)

「
村
田
家
系
図
」
（
「
御
親
類
系
図
」
所
収
）
。

(66)

「
元
禄
八
年
乙
亥
分
限
着
到
」
。

(67)
万
治
二
年
、
鍋
島
埓
貞
恒
は
次
男
貞
明
に
物
成
三

0
0
石
を
分
配
し
、
出
雲
家
を
立
て
た
。
な
お
、
茂
長
（
光
茂
七
男
）
の
と
き
家
老
と
な
り
、

太
田
姓
に
復
し
た
（
「
太
田
氏
系
譜
」
、
「
御
親
類
始
御
家
老
迄
家
々
之
大
概
」
）
。

(68)

「
泰
盛
院
様
御
印
帳
」
。

(69)

「
光
茂
様
御
代
組
着
到
」
。

(70)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
前
掲
第
二
章
第
二
節
第
一
項
参
照
。

(
7
1
)同『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
前
編
第
二
章
第
二
節
•
本
編
第
一
章
第
一
節
•
第
二
章
第
二
節
参
照
。

(72)

「
直
孝
公
御
代
」
上
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
。

(73)

「
大
組
頭
次
第
」
（
全
）
。

(74)
例
え
ば
、
小
城
鍋
島
家
に
お
い
て
は
、
小
城
家
中
を
四
組
に
編
成
し
、
四
組
頭
を
設
置
し
た
（
「
元
茂
公
御
年
譜
」
二
）
。

(75)
前
掲
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
本
編
第
二
章
第
二
節
参
照
。

(76)

「
直
孝
公
御
代
」
下
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
。

(77)

「
元
茂
公
御
年
譜
」
八
゜

(78)

「
多
久
家
書
物
」
所
収
。
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(79)

「
鳥
ノ
子
御
帳
」
第
五
巻
。

(80)
（81)
註

(75)
参
照
。

(82)

『
鍋
島
直
正
公
伝
』
第
二
篇
二
三
四
頁
。

(83)

「
鍋
島
淡
路
守
与
私
」
・
「
鍋
島
山
城
守
与
着
到
」
・
「
鍋
島
主
水
与
着
到
」
・
「
鍋
島
主
水
組
着
到
」
。

(84)

「
鍋
島
玄
蕃
允
組
着
到
」
・
「
鍋
島
山
城
守
与
着
到
」
・
「
鍋
島
主
水
組
着
到
」
・
「
鍋
島
志
摩
組
着
到
」
・
「
中
野
将
監
組
着
到
」
。

(
8
5
)「
鍋
島
右
馬
允
与
私
」
・
「
鍋
島
淡
路
守
•
主
水
佑
与
私
」
・
「
鍋
島
主
水
与
着
到
」
・
「
鍋
島
主
水
与
着
到
」
。

(86)
手
明
鑓
は
、
元
和
六
年
、
勝
茂
が
財
政
整
理
の
た
め
、
物
成
五

0
石
以
下
の
侍
二
百
余
人
の
知
行
を
召
上
げ
、
一
律
二
切
米
一
五
石
ず
つ
を
与

え
、
平
時
に
は
無
役
、
戦
時
に
は
鑓
一
本
、
具
足
一
領
で
出
陣
さ
せ
た
直
参
の
家
中
を
い
う
（
「
御
親
類
同
格
着
座
手
明
鑓
頭
手
明
鑓
始
之
大
概
井

末
々
見
合
可
相
成
侯
雑
支
」
）
。

(87)
註

(75)
参
照
。

(88)

「
原
田
吉
右
衛
門
組
着
到
」
・
「
鍋
島
喜
左
衛
門
組
着
到
」
・
「
千
葉
頼
母
組
着
到
」
・
「
鍋
島
左
太
輔
組
着
到
」
・
「
鍋
島
図
書
組
着
到
」
・
「
鍋
島
左
京

組
着
到
」
・
「
鍋
島
九
左
衛
門
着
到
」
・
「
鍋
島
靱
負
組
着
到
」
．
「
大
木
勝
右
衛
門
組
着
到
」
。

(
8
9
)「
原
田
吉
右
衛
門
組
着
到
」
。
~

(90)

「
組
着
到
」
に
つ
い
て
は
、
高
野
信
治
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
分
析
が
お
こ
な
い
れ
て
い
る
。

(91)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
（
新
訂
）
―
1

1

1

ー
八
1

一
三
、
「
綱
茂
公
御
年
譜
」
上
。

(92)

「
綱
茂
公
譜
」
・
「
綱
茂
公
御
年
譜
」
中
。

佐
賀
藩
中
期
に
お
け
る
権
力
構
造
と
政
治
形
態
⇔
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